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令和 5 年 9 月例会：次第（令和 5 年 9 月 30 日開催） 
 

１、会長挨拶 

 

２、滋賀県庁より医療措置協定の締結に関する説明 ....................... （資料 1）p.1 

 

３、報告事項 

【会員の状況】 令和 5年 8月 
（１） 会員の状況 
       Ａ会員： 146 名、 Ｂ会員： 192 名（卒後 5 年内 18 名）、 合計： 338 名  

○診療所の管理者変更 

医療法人 道心会 北山田診療所 

 馬場 史道 先生 → 馬場 典子 先生 7/18付 

○診療所の管理者変更 

社会医療法人誠光会 淡海医療センター 

 古家 大祐 先生 → 北野 博也 先生 7/24付 

〇A会員の退会 

   馬場 史道 先生 北山田診療所   7/17付(死亡) 

古家 大祐 先生 淡海医療センター 7/23 付(死亡) 

〇B会員の入会 

任  聿熙
いつひろ

 先生  任 医院 7/24付 

北尾 遼平 先生、 木上 竜輔 先生、  西牟田 剛広 先生 

佐藤 凡功 先生、 長谷 頼良 先生、  樽本 総一郎 先生 

三瀬 巧馬 先生、 岸本 くるみ 先生、 中村 意央里 先生 

森元 悠樹 先生、 山内 慎 先生、   伊藤 鴻輝 先生 

松村 育弥 先生、 森谷 真子 先生、  嶋村 清州 先生 

飯田 裕貴 先生、 竹島 健司 先生 

  以上 17名 淡海医療センター(研修医、卒後 5年以内) 8/1付 

 

【総  務  部】 

［総      務］ 

（１）同和問題の解消及び「同和問題啓発強調月間」への協力について 
   滋賀県では、毎年 9 月を「同和問題啓発強調期間」と定め、同和問題についての理解と認識を

深め、差別問題をはじめとするあらゆる差別の解消をはかるため、集中的に啓発に取り組んでい

ます。 

   わたしたちは、「かけがえのない人間として、幸せになりたい」という願いをもって生きていま

す。すべての国民は、この願いを実現するための権利が保障されています。 

   しかし、現実には、この権利の保障もなく、長い差別の歴史を背負って生きている人々がいま

す。同和問題はこの最たるものであり、現在でも、土地差別、インターネット上の掲示板や SNSな

どで差別的な内容の書き込みなど、様々な人権問題が深刻化している状況です。 

   同和問題啓発強調月間を契機に、改めて「同和問題」を考えてみませんか。 

   人権尊重の精神を生活に生かし、差別のない明るい社会の実現のために、一層のご協力をお願

いします。 

 

（２）令和６年版医師日記（手帳）の申込みについて 
例年のとおり日本医師会から医師日記の斡旋案内があったので、必要な会員は下記により各地域

医師会事務局まで申込みいただきたい。 
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1.体  裁 前年度と同様 95×160㎜ 羊皮スウェード（キャメル）透明カバー付 

2.価  格 １冊 2,400円（今回の申込み以降個人で申請の場合は 2,600円） 

3.申  込 各地域医師会事務局へ現金を添えて申込み 

      （申込締切は 10月 6日(金)） 

 

（３）医療法人の設立および解散にかかる申請書類の提出期限について 
 医療法人の設立および解散については、その認可にあたり県の医療審議会の意見を聞くこととさ

れているが、令和 5年度の第 2回滋賀県医療審議会医療法人部会が令和 6年 2 月に開催予定であ

り、当該審議会にかかる申請書類の提出期限は令和 5年 11月 2日（木）であるとの通知があった

ので、ご了知願いたい。 

なお、提出された書類に不備があった場合は、その次の審議会での意見徴収となる場合もあるの

で、できるだけ早く事前協議を行い申請に備えていただきたいとのことである。 

  問合せ先：滋賀県 健康医療福祉部 医療政策課 医療整備係  TEL 077-528-3625 

 

（４）健康経営優良法人2024の申請受付について 
   健康経営優良法人認定制度については、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める

健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰

する制度として2017年度に開始されたものである。 

 この制度の創設・運営にあたっては、日本医師会としても積極的に協力してきたところであり、

医療界自ら前向きに「予防・健康づくり」に取り組む姿を見せていくうえで、同制度への申請数ま

たは認定数をより一層増加させていくことが重要である。地域における医療機関も健康経営に取り

組まれ、認定数も増えてきている。医療法人の申請も可能となっているのでご了知願いたい。 

  制度ならびに申し込み詳細については、「ACTION！健康経営」ポータルサイトを参照。 

https://kenko-keiei.jp/#about_shinsei   

※認定申請料（中小規模法人部門：税込16,500円） 

 

（５）「ＯＮＬＩＮＥホテル予約サービス（日本医師会会員特別割引）」新規提携ホテルの

優待価格利用開始について 
今般、日本医師会の会員提携ホテルとして「ＪＲ西日本ヴイアインホテルズ」が優待価格で利用

可能となった。日本医師会では、会員福祉の一環として、現在２８のホテルおよびホテルチェーン

（全国５００超のホテル）の協力を得て、会員のための宿泊割引制度を実施し、日本医師会ホーム

ページのメンバーズルームに「ＯＮＬＩＮＥホテル予約サービス」として掲載している出張・学会

参加・レジャー等、広くご活用願いたい。 

詳細は、日本医師会HP「メンバーズルーム」内の「ホテル予約サービス」を参照。 

 

（６）医薬品等の広告規制 販売情報提供活動監視事業「令和４年度報告書]について 
今般、厚生労働省において「令和4年度販売情報提供活動監視事業報告書」が作成され、厚生労

働省ウェブサイトで公表された。 

販売情報提供活動監視事業は、大手製薬企業による臨床研究データを不正に利用した広告が社会

的な問題となった事例を踏まえ、医療用医薬品販売における製薬企業の広告活動の状況を調査し適

正化することを目的とした事業であり、本事業の調査結果から、ＭＲ等による医療従事者に対する

プロモーション活動時の不適切事例を個別具体的にまとめたものである。参考にされたい。 

詳細は、厚生労働省HPを参照。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html  

 

（７）新型コロナウイルスワクチン令和 5年秋開始接種について ..... （総務資料 1）p.28 

 
 

https://kenko-keiei.jp/#about_shinsei
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
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（８）滋賀医大病院 病診連携の推進に係る意見交換会の開催について （総務資料 2）p.33 

  事務局にて取り纏めますので 10月 4日(水)までにご連絡いただくようお願いいたします。 

 

（９）子どもの医療費等助成制度の拡充について（情報提供） ....... （総務資料 3）p.35 

 

（10）日本医師会「地域に根ざした医師会活動プロジェクト」第 1回シンポジウムの開催に

ついて .................................................... （総務資料 4）p.37 

 

（11）くさつ在宅医療ネット開催のご案内 ......................... （総務資料 5）p.45 

 

（12）2023 年度 第 3回 認知症の医療と福祉の連携 IN 守山・野洲開催について 
     ...................................................... （総務資料 6）p.48 

 

（13）予防接種関連ガイドライン等冊子ご案内について ............. （総務資料 7）p.50 

 

（14）令和 5年度 子宮頸がん検診従事者講習会の開催について ...... （総務資料 8）p.52 

 

（15）令和 5年度 滋賀県肝炎医療従事者研修会について(ご案内)  ... （総務資料 9）p.55 

 

（16）社会医療法人誠光会と地域医療従事者との交流会のご案内 .... （総務資料 10）p.57 

 

（17）令和 5 年度 滋賀県かかりつけ医うつ病対応力向上研修会およびアルコール健康障害

対応力向上研修会開催のご案内 ............................ （総務資料 11）p.59 

 

（18）世界ホスピス緩和ケアデー記念県民公開講座のご案内 ........ （総務資料 12）p.61 

 

（19）第 34回日本医学会公開フォーラムの開催について(案内)  .... （総務資料 13）p.63 

 

［生  涯  教  育］ 

（１）第３９回滋賀医学総会の開催について 
と き：令和 5年 11月 5日（日） 14：30～18：00 

ところ：琵琶湖ホテル 3階「瑠璃」（ハイブリッド開催） 

テーマ：超高齢社会における医療の新展開 

 【講演 1】「認知症」のない世界－認知症基本法成立をうけて－ 

               市立野洲病院 病院長 福山 秀直 先生 

 【講演 2】ロコモを如何に防ぐか 骨粗鬆の早期予防を含めて 

        滋賀医科大学 整形外科学講座 教授 今井 晋二 先生 

 【講演 3】フレイル予防を目指した内科的アプローチを考える 

         国立長寿医療研究センター 理事長 荒井 秀典 先生 

 ☆日本医師会生涯教育制度 3単位（CC19-1単位、CC29-1単位、CC77-1単位） 

 ☆日本内科学会認定総合内科専門医認定更新 2単位 

※各会員にはＦＡＸ等にて案内通知予定 

 

（２）「滋賀医学」誌の原稿の募集について 
現在、「滋賀医学」誌第 46巻の原稿を募集しております。 

▷論文は、医学およびこれに関する総説、原著、症例報告、学術集談会抄録などを内容としてくだ
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さい。 

① 本文は原則として 400 字詰原稿用紙換算 20 枚以内、図表 10 枚以内とし、ワープロソフトを使用

し、A4 用紙を用いて横書きで 1 行 40 字×30 行で作成してください。投稿の際、原稿データを併

せてご送付ください。抄録は、図表なし、本文 400字以内で投稿ください。 

② 総説、原著、症例報告には、3～5項目程度のキーワードを付記してください。 

③ 原著には、600字程度の要旨を付けてください。また、英文の場合は、日本語の抄録（600字程度）

を付けてください。 

④ 図表を他誌等から引用等する際の許諾は、著者が取付けてください。 

※投稿規定については、滋賀医学誌巻末もしくは県医師会報 9月号をご参照ください。 

※投稿の際には、滋賀医学誌巻末（第 29巻以降）の「滋賀医学投稿原稿表紙」を添付ください。 

原稿締め切り 令和 5年 11月 30日（木）《必着》 

 

（３）令和5年度 死亡時画像診断（Ai）研修会の開催について 
日本医師会では関連学会、団体との共同主催により死亡時画像診断（Ai）を適切に活用していく

ための基礎的な知識、技能の普及を目的として、医師・診療放射線技師を対象に、本年度はE-

learning形式により研修会を開催する。 

死亡時画像診断（Ai）については、令和3年6月に閣議決定された「死因究明等推進計画」におい

ても、引き続き、厚生労働省、日本医師会、関係学会が連携して研修内容を更に充実させることに

より、死亡時画像診断を行う者の資質向上を図ることが明記されている。また、平成27年10月より

施行された医療事故調査制度においても、事故調査の調査方法の一つとしてAiの実施が掲げられ

ており、Aiに関する知識と技能を備えた人材の育成が望まれているところである。 

ついては、関心のある医師は是非ご参加願いたい。 

・研修方法：E-learning形式 

・視聴期間：令和 5年 11月 13日午前 11時から～令和 6年 2月 5日午後 3時まで 

・参 加 費：無料 

・申込期間：令和 5年 10月 30日正午から 11月 12日正午まで 

・定  員：医師 1,000名 

詳細は、日本医師会 HP「医療安全・死因究明」コーナーを参照 

http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/ai/  

 

【学  術  部】 

［医  療  安  全］ 

（１）令和５年度院内感染対策講習会について 
今年度も厚生労働省により標記講習会がオンデマンド形式の動画配信で実施される。本講習会

は、医療機関等に勤務する医師、歯科医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等を対象に院内感染対

策について理解を深めることを目的している。 

ついては、関心のある方は是非ご参加願いたい。 

☆診療所・病院等対象の講習会 

・配信予定：令和5年11月頃～令和6年2月（ｅラーニング専用Web サイト） 

・受講申込の受付期間：令和5年9月11日から10月15日 
※申込の際にクレジットカード等で受講料1,000 円（税込み）の支払いが必要 

詳細は、厚生労働省HP 院内感染対策について／院内感染対策講習会を参照。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21747.html  

 

（２）医薬品の効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について 
  今般、医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更承認がなされたことに伴い、以下の医薬品に

ついて留意事項が示された。 

  詳細は、厚生労働省 HPを参照。また、日医 HPメンバーズルームに医療保険の「医薬品の保険上

http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/ai/
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21747.html
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の取扱い等」にも掲載。 

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/index.html  

〇令和 5年 8月 23日付け 

・リツキサン点滴静注100mg、同点滴静注500mg 

・エンハーツ点滴静注用100mg 

 

（３）在宅医療従事者等に対する暴力・ハラスメントに関する調査研究成果について 
今般、厚生労働科学特別研究事業で標記調査研究が行われ、研究成果が厚生労働科学研究成果デ

ータベースに公表された。 

ついては、当該研究成果で得られた情報を参考に、在宅医療従事者等の安全確保の取組等にご活

用願いたい。 

  詳細は、厚生労働科学研究成果データベースを参照。 

https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161578 

 

（４）「緊急安全性情報等の提供に関する指針について」の一部改正及び同指針に関する質

疑応答集（Ｑ＆Ａ）について 
近年、医療機関において、情報を電子的に入手することへのニーズが高まっていることを踏ま

え、緊急安全性情報等の提供に関する指針の一部改正が行われた（施行日：令和5年8月10 日）。

また、指針の一部改正に伴い、質疑応答集（Ｑ＆Ａ）についても所用の記載整備が行われた。 

[改正の主な内容] 

・緊急安全性情報について、原則として直接配布により情報提供を行うこととしていたが、迅速

性や網羅性の向上を目的として、安全性速報における情報提供と同様にファックス、電子メール、

ダイレクトメール等を使用した情報提供を可能とすること 

・緊急安全性情報、安全性速報及び改訂後の注意事項等情報について、必要に応じて、直接訪問、

オンライン面談、電話等により詳細な情報提供を実施すること 

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

（令和元年法律第63 号）及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（令和３年厚生労働省令第15 号）の公

布に伴う条文の変更等、所要の改正 

詳細は、厚生労働省 HPを参照。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001133323.pdf  

 

（５）患者からの医薬品副作用報告に関する広報について（協力依頼） 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「ＰＭＤＡ」）では、平成31年3月26日から患者か

らの医薬品副作用報告の受付を開始し、医薬品による副作用が疑われる症例についての情報を、

患者又はその家族から直接収集している。 

ついては、医薬品の安全対策に活用するために、本報告について、広く患者、国民の皆様に認知

していただく必要があることから、ＰＭＤＡにおいて広報資料を作成し、無料で配布しているの

で、必要部数と送付先を連絡いただきたい。なお、ＰＭＤＡのウェブサイトから、広報用ポスター

がダウンロードできるのでご活用願いたい。 

  申込み先：ＰＭＤＡ Ｅメール kanjahokoku-question＠pmda.go.jp  

  詳細は、ＰＭＤＡウェブサイトを参照。 

https://www.pmda.go.jp/safety/reports/patients/0030.html  

 

（６）新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ゾコーバ錠125mg）の使用に

あたっての注意喚起、資材の活用の徹底及び相談窓口について 
今般、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「エン

シトレルビルフマル酸」（販売名：ゾコーバ錠125 ㎎）について、製造販売業者から、投与後に妊

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/index.html
https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161578
https://www.mhlw.go.jp/content/001133323.pdf
https://www.pmda.go.jp/safety/reports/patients/0030.html
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娠していることが判明した症例が複数確認され、その中に資材の活用が充分になされていなかっ

た事例が含まれるとの報告があったことを踏まえ、改めて、本剤の処方前に、資材を活用し入念な

説明、確認をすること等を求めるとの通知があった。 

ついては、医療機関においては、以下をご確認のうえ対応願いたい。 

・引き続き、製造販売業者が周知している次の資材の活用を行うこと。 

①「妊娠している女性、妊娠している可能性のある女性、又は妊娠する可能性のある女性に関す

るお願い」の別紙（「ゾコーバ錠125mgを服用する際の事前チェックリスト」) 

②「ゾコーバ錠125mgを処方された女性の患者さん及びそのご家族向けの資材」 

・資材が活用され、かつ同意が得られている事例においても、処方時点では患者が妊娠の可能性

に気付いておらず、服薬後に妊娠が判明する事例が複数報告されていることから、妊娠している

可能性（前回月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性があること等）について、入念

に説明、確認を行うこと 

・本剤は用法・用量に従い５日間服用することが重要であるため、服薬状況を確認し、万が一、

残薬が生じた場合は、必ず廃棄するか薬剤師に返却するよう、患者への指導と対応を行うこと 

・同意説明文書・同意書、患者ハンドブック、「妊娠している女性、妊娠している可能性のある

女性、又は妊娠する可能性のある女性に関するお願い」及び「ゾコーバ錠125mgを処方された女

性の患者さん及びそのご家族向けの資材」については、改訂されているため、最新の資材を確認

の上、活用すること 

※患者から本剤服用後に妊娠が判明するなど妊娠に関して相談があった場合には、国立成育医療研

究センター内に設置されている妊娠と薬情報センター又は近隣の産婦人科医にて相談が可能であ

るので、必要に応じて紹介いただきたい。 

☆各種参考資材 

・ゾコーバ錠125mgのRMP及び医療従事者向けRMP資材、患者向けRMP資材等 

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6250052  

・塩野義製薬株式会社 公表資料 

https://med.shionogi.co.jp/news/pi-rmp/2023/230828_pdf.html  

☆相談方法に関する問合せ：妊娠と薬情報センター 

https://www.ncchd.go.jp/kusuri/  

0120-41-24-93、受付時間 月～金曜日10:00-12:00、13:00-16:00 

 

（７）「使用上の注意」の改訂について 
  下記医薬品の使用上の注意事項が改訂された。詳細は、厚生労働省 HPに掲載されているのでご

確認のうえ必要な処置を講じていただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124_00008.html 

☆令和 5年 8月 29日付け 

①CAR-T細胞製品  

 重要な基本的注意（新設）：製品が規格を満たさない等の理由により、本品が提供されない可 能性

があることについて、事前に患者に対して説明すること 

②リバスチグミン（その他の中枢神経系用薬） 

・重要な基本的注意・重大な副作用（追加）：QT延長、Torsade de pointes 等が起こるおそれ 

・特定の背景を有する患者に対する注意（追加）：QT 延長又はその既往歴・家族歴のある患者 

③フィナステリド（その他のホルモン剤） 

・慎重投与（新設）：うつ病、うつ状態又はその既往歴、自殺念慮又は自殺企図の既往歴を有する患

者〔本剤との因果関係は明らかではないが、自殺念慮、自殺企図、自殺既遂が報

告されている〕 

・重要な基本的注意（新設）：本剤との因果関係は明らかではないが、自殺念慮、自殺企図、自殺既

遂が報告されている。患者の状態を十分に観察するとともに、自殺念慮又は自

殺企図があらわれた場合には本剤の服用を中止し、速やかに医師等に連絡する

よう患者に指導すること 

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6250052
https://med.shionogi.co.jp/news/pi-rmp/2023/230828_pdf.html
https://www.ncchd.go.jp/kusuri/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124_00008.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001139685.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001139684.pdf
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・特定の背景を有する患者に関する注意（新設）：うつ病、うつ状態又はその既往歴、自殺念慮又は

自殺企図の既往歴を有する患者 

④ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩（血液凝固阻止剤） 

・重要な基本的注意（新設）：本剤が食道に滞留した場合、食道潰瘍及び食道炎があらわれるお それ

があるので、以下の点を患者に指導すること。 

・本剤を速やかに胃に到達させるため、十分量（コップ 1杯程度）の水とともに本剤を

服用すること。 

・食道疾患の症状（嚥下困難又は嚥下痛、胸骨後部の痛み、高度の持続する胸やけ等）

があらわれた場合には、担当医に相談すること 

・重大な副作用（新設）：食道潰瘍、食道炎 

⑤ペフィシチニブ臭化水素酸塩（代謝性医薬品） 

・合併症・既往歴等のある患者（新設）：静脈血栓塞栓症のリスクを有する患者 

・重大な副作用（新設）：静脈血栓塞栓症肺塞栓症及び深部静脈血栓症があらわれることがある 

⑥セファゾリンナトリウム セファゾリンナトリウム水和物（主としてグラム陽性・陰性菌に作用す

るもの） 

・重要な基本的注意（追加）・重大な副作用（新設）：アレルギー反応に伴う急性冠症候群 

 

【保  険   部】 

(1)令和５年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

【日医発第 1091 号】（県医師会報 10 月号に掲載予定） 

※ 各医療機関へ、後日 FAX 及びホームページにてご案内いたします。 

 

(2) 暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードへの医療機関での対応について 

 【日医発第 883 号】（県医師会報 9 月号の 32～33ページに掲載済） 

 

(3) 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

 【日医発第 1038 号】（県医師会報 10 月号に掲載予定） 
 

   ※ 日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコーナー 

に掲載済 

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/  

 

(4) 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

【日医発第 952 号】（県医師会報 9 月号の 33～34 ページに掲載済）  
 

   ※ 日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコーナー 

に掲載済 

 

(5) 公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認 

がなされた医薬品の保険上の取扱いについて 

【日医発第 995 号】（県医師会報 9 月号の 35 ページに掲載済）  

 

(6) リツキサン点滴静注 100mg、同点滴静注 500mg、及びエンハーツ点滴静注用 100mg の医薬 

品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について 

【日医発第 996 号】（県医師会報 9 月号の 36～37 ページに掲載済）  

 

(7) 疑義解釈資料（その 56）について 【日医発第 1005 号】 

（県医師会報 9 月号の 37 ページに掲載済）  

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/
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(8) 医療機器の保険適用について（8月 30日保険適用分及び 9月 1日保険適用分）  

 【日医発第 1037 号】【日医発第 1044 号】 

 

(9) 共済組合員証及び組合員被扶養者証の無効について  

  厚生労働省共済組合岩手労働局支部（保険者番号 31030141） 
 

記号・番号 無効年月日 無効事由 備 考 

1301321 R5.7.31 紛失のため 
・当該組合員は岩手県盛岡市在住。 

・新組合員証を発行済み。 

 （県医師会報 9 月号の 39 ページに掲載済）  

 

【公 衆 衛 生 部】 

［地  域  保  健］ 

（１）保育所、認定こども園等におけるRSウイルス感染症等への対応について 

感染症法に基づく小児科指定届出医療機関からのRSウイルス感染症患者報告数の増加が見られて

いることを踏まえ、今般、こども家庭庁から各保育所、認定こども園等に対して、標記について通

知された。 

  ついては、医療機関に対しても情報提供があったので、ご了知願いたい。 

[通知内容の概要] 

・一般的に、何度も感染と発病を繰り返すが、生後１歳までに半数以上が、２歳までにほぼ100%の児

が少なくとも１度は感染するとされていること。 

・症状としては、軽い風邪様の症状から重い肺炎まで様々で、初めて感染発症した場合は重くなりや

すいといわれており、生後６ヶ月未満で初感染した場合は、細気管支炎、肺炎といった重篤な症状

を引き起こすことがあるため、特に生後６ヶ月未満の乳児について、感染を避けるための注意が

必要であること。 

・接触感染、飛沫感染で感染が広がることから、感染防止対策として、石鹸を用いた流水による手洗

いや手指消毒用アルコールによる消毒の実施、手が触れる机やドアノブなど物の表面のアルコー

ルや塩素系の消毒剤等による消毒、発達に応じて咳エチケットを実施することが有効であること。 

・RSウイルス感染症を含めて、一般的な感染症対策として、それぞれの感染症の特性を考慮した上で、

症状が回復して感染力が大幅に減少するまでの間、罹患児の登園を避けることを保護者に依頼す

る等の対応を行うことが重要であること。 

・検査の実施の必要性の有無は医師が判断するものであり、保育所や認定こども園等は、一律に保護

者及び医療機関に対し検査の実施を求めないこと。 

☆参考：保育所における感染症対策ガイドライン 

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/  

 

（２）「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第 10.0 版」について 
同手引きについて、5 類感染症移行後にはじめて改訂された。特に以下の下線部の事項について

ご確認願いたい。 

＜今回更新された主な事項＞  

1.病原体・発生状況  

・病原体（p.5）・発生状況を更新（p.6）  

2.臨床像  

・臨床像（p.7）に第 9.0版の胸部画像所見、合併症の内容を追加し、更新  

・重症化リスク因子（p.9）・小児例の特徴（p.11-13）・妊婦例の特徴（p.14）を更新  

・COVID-19 ワクチンに関する説明を追加（p.10、15-17）  

3.診断・サーベイランス 

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/
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・症例定義に関する記載を削除 

・検体と採取法を説明する表を追加（p.19） 

・届出に関する記載を参考として更新（p.21）  

4.重症度分類とマネジメント  

・序文、重症度分類（p.22）・高齢者の管理・小児の管理・妊産婦の管理（p.31-34）を更新  

・重症度別に記載していたマネジメントを「外来診療」「入院診療」「集中治療」にまとめなおし、

内容を更新（p.24-30）  

・G-MISを活用した入院調整に関する説明を参考として追加（p.35）  

5.薬物療法  

・抗ウイルス薬（p.37-46）・中和抗体薬（p.47-51）・免疫抑制・調節薬（p.52-55）・妊婦に対す

る薬物療法（p.56）を更新  

・オミクロン流行期以降に実施された臨床研究の表（p.44,45）、抗ウイルス薬の選択フロー図を

追加（p.46）  

・日本国内で開発中の主な薬剤を削除し、国内外で開発が中止された主な薬剤を更新（p.55）  

6.院内感染対策  

・序文（p.58）・職員の健康管理、個人防護具（p.60）・妊婦および新生児への対応（p.61） ・死

後のケア（p.62）を更新  

・病理解剖業務における感染対策（p.62）・医療従事者の就業制限（p.63）を追加  

7.退院基準、解除基準 

・感染予防策を実施する期間（p.63）として更新 

詳細は、厚生労働省 HP参照 

https://www.mhlw.go.jp/content/001136687.pdf  

 

（３）無菌性髄膜炎の届出の増加について 
令和5年5月より20代～40代を中心に甲賀保健所圏域にて、基幹定点把握疾患である「無菌性髄膜

炎」の届出が継続しており、8月以降、他圏域でも届出されている。 

ついては、無菌性髄膜炎は多様な病原体がその原因となるが、ウイルス性ではエンテロウイルス

属が最も多く報告されていることから、エンテロウイルス属の流行しやすい秋までは特にご留意い

ただくようお願いしたい。 

また、診断の際には、国立感染症研究所HPを参照願いたい。 

・国立感染症研究所HP「無菌性髄膜炎とは」 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/520-viral-megingitis.html 

・滋賀県感染症情報センター 感染症情報 

https://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/info/307997.html 

 

（４）デング熱に関する注意喚起等について 
本年はこれまでに熱帯、亜熱帯地域において、デング熱の大規模な流行が報告され、今後、海外

渡航者の輸入症例等の増加する可能性が考えられる。 

ついては、デング熱をはじめとする蚊媒介感染症の予防対策等、引き続き適切な対応をお願いし

たい。 

[参考] 

・「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針」  

https://www.mhlw.go.jp/content/000832729.pdf  

・「蚊媒介感染症の診療ガイドライン（第5版）」  

https://www.mhlw.go.jp/content/000477538.pdf  

・国立感染症研究所HP「デング熱・チクングニア熱・ジカウイルス感染症等の媒介蚊対策 

＜緊急時の対応マニュアル＞」 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/lab/478-ent/8757-2019-04-23-09-18-40.html  

・日本感染症学会HP 蚊媒介感染症専門医療機関一覧 

https://www.mhlw.go.jp/content/001136687.pdf
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/520-viral-megingitis.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/info/307997.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000832729.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000477538.pdf
https://www.niid.go.jp/niid/ja/lab/478-ent/8757-2019-04-23-09-18-40.html
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https://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=25 

※滋賀県の蚊媒介感染症専門医療機関は「滋賀県立総合病院」 

・厚生労働省検疫所 FORTH HP 海外感染症発生情報 

https://www.forth.go.jp/topics/fragment4.html  

 

４、 ホームページ会員向けサイトへの「お知らせ」登載一覧 
8/28（月）湖南広域休日急病診療所 診療（受付）状況速報 8月27日 

8/28（月）【滋賀医科大学付属病院】外来診察医予定表 9月 

8/29（火）令和５年度予防接種従事者研修会質疑応答集について 

8/31（木）大津赤十字病院「ご紹介患者さま担当医師名一覧表」等 

9/5（火）令和5年度動物由来感染症対策研修会の開催について 

9/6（水）デング熱に関する注意喚起等について 

9/8（金）感染症週報令和5年第35週（8/28～9/3） 

9/11（月）【滋賀医大】病診連携の推進に係る意見交換会の開催について 

9/11（月）湖南広域休日急病診療所 診療（受付）状況速報 9月10日 

9/11（月）新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パキロビッド®パック）の

取扱いについて 

9/14（木）【再掲】「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第10.0 版」の

周知について 

9/14（木）感染症週報令和5年第36週（9/4～9/10） 

9/15（金）「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について（指示）」の一部改

正について 

9/15（金）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律

の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令等の公布

について 

9/15（金）【滋賀県発】インフルエンザが流行期に入りました～予防の徹底を～ 

9/15（金）新型コロナウイルス感染症における抗ウイルス薬のレムデシビル製剤（ベクルリ

ー）の所有権の移転及び国購入品の取り扱いについて 

9/19（火）滋賀県感染症発生動向調査 感染症月報 2023年8月 

9/19（火）湖南広域休日急病診療所 診療（受付）状況速報 9月17日・18日 

9/21（木）【日医発】「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関

向け手引き」 の改訂について（15 版） 

9/21（木）新型コロナウイルス感染症の令和５年10月以降の県の対応について 

9/21（木）感染症週報（9/11～9/17） 

9/21（木）うつ病対応力向上研修会およびアルコール健康障害対応力向上研修会のご案内 

9/22（金）日本医師会「地域に根ざした医師会活動プロジェクト」第１回シンポジウムの開

催について 

9/22（金）今冬のインフルエザワクチンの接種対象者への呼びかけについて 

9/25（月）湖南広域休日急病診療所 診療（受付）状況速報 9月23日・24日 

9/25（月）新型コロナウイルス感染症イベントベースサーベイランス（EBS）事業にかかる実

施期間の延長について 

9/25（月）宿泊療養施設運営終了後における医療機関と訪問看護事業所との連携促進について 

9/26（火）「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について（指示）」の一部改

正について 

9/26（火）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法

律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定

によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防

接種実施規則の一部を改正する省令の公布について 

 

https://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=25
https://www.forth.go.jp/topics/fragment4.html
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５、滋賀県医師会 講演会・研修会等のご案内 ..................... （総務資料 14）p.66 

 

６、滋賀県医師会その他 ９月以降 行事予定 ...................... （総務資料 15）p.68 

（１）第 39回滋賀医学会総会の開催について                      

令和 5年 11月 5日（日）14：30～18：00  琵琶湖ホテル 3階「瑠璃」 

※Web配信併用のハイブリッド形式で開催予定 

 

（２）WATCH in Shiga 2023について 
令和 5年 12月 16日（土）14：00～19：30（意見交換会 18：00～19：30） 

びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール淡海 

※今年度は参集形式で開催予定 

 

（３）「日医かかりつけ医機能研修制度 令和 5年度応用研修会第 2回、3 回(Web)」

の開催について 
   ☆日本医師会 Web研修システムで受講いただける先生を対象に日本医師会が下記の日

程で実施  受講申込ページ https://seminar.med.or.jp 

     ①第 2回 10月 1日（日）10:00～17:30 

※9 月 6日から、Web講習申込み可能、申込期限 9月 25日（月）12:00 

     ②第 3回 11月 3日（金・祝）10:00～17:30 

※Web講習受講申込期間 10月 12日（木）14:00～10月 27日（金）12:00                   

   （参考情報） 

滋賀県医師会においては、日本医師会が本年 8月 27日に実施した第 1回の講義映像デー

タを用いて、参集形式で開催する予定 

令和 6年 1月 21日（日）  

びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール淡海 

 

（４）病診連携の推進に係る意見交換会について( 滋賀医科大学)  
令和 5年 10月 26日（木）14：00～15：30  

滋賀医科大学 リップルテラス 2階会議室（ハイブリッド開催） 

 

（５）滋賀医科大学開学 50 周年記念 市民公開講座について ..... （総務資料 16）p.73 
第 1回 令和 5年 11月 19日（日）14：00～16：00 

滋賀県立男女共同参画センターG-NET しが 大ホール 

テーマ「これからの生活習慣病 ～健康で楽しく長生きを～」 

第 2回 令和 6年 2月 3日（土）14：00～16：00 

長浜文化芸術会館 大ホール 

第 3回 令和 6年 5月 18日（土）14：00～16：00 

藤樹の里文化芸術会館 ホール 

第 4回 令和 6年 8月 3日（土）14：00～17：10 

大津市民会館 大ホール 

 

（６）第 225回臨時代議員会、令和 5年度表彰式、受章者顕彰会の開催について 
令和 5年 12月 7日（木） 琵琶湖ホテル 

・第 225回臨時代議員会 15：00～ 

      ・表彰式        16：15から半時間程度開催 

      ・受章者顕彰会     17：00～ 

７、当医師会の 10 月行事予定表 ................................. （総務資料 17）p.77 
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☆★☆医協連絡事項☆★☆ 
1．火災保険の請求もれはありませんか？ 

近年、台風や大雨による洪水などの自然災害が増加していますが、それらに備える保険とし

て「火災保険」があります。しかし、保険にご加入されていても、文字通り「火災」のみ補償

される保険と思い込み、請求できることに気付かずに請求もれが発生しております。一般的に

は被災から過去 3年間まではご請求できる場合があり、お心当たりのある方は一度、ご契約さ

れている代理店または保険会社へご確認ください。 

【補償される主な事例】 

【火災、落雷】 

・ 火災により建物や家財が焼失した。 

・ 落雷により家電製品が壊れた。 

【風災】 

・ 強風により屋根やカーポートが破損し

た。 

・ 強風によりベランダが破損した。 

【水災】 

・ 大雨で川が氾濫し、床上浸水により建物や家財に被害が発生した。 

・ 土砂崩れにより、建物や家財に被害が発生した。 
 

2．「2024年版 医師協医学和雑誌年間購読キャンペーン」のご案内 

 医学和雑誌のお求めは、お得な医師協年間購読キャンペーンをご利用ください！ 

Point1：通常の年間購読価格よりさらにお得な特別価格 

Point2：送料無料でご希望住所へお届け 

Point3：安心便利！購読代金は組合登録口座からお引落し 

Point4：毎号発刊後すぐに、お手元にお届け 

Point5：複数の出版社の雑誌も一度にご注文受付 

年間購読キャンペーンのお申込締切は、令和 5年 11月 30日です。キャンペーン冊子は医協

ニュース 9月号に同封しておりますので、ご確認のうえお申込ください。 

3．組合員親睦事業のご案内 

 次のとおり組合員親睦事業を開催いたします。詳細・お申込みにつきましては 9月の引去明

細書または医協ニュース 9月号の同封チラシをご確認ください。 

なお、定員に達した場合は締切日を待たずして受付終了いたしますのでご了承ください。 

開催日 令和 5年 11月 25日（土）17時 30分から 

会 場 日本料理ひょうたんや（近江八幡市鷹飼町 560-1） 

内 容 
ひょうたんやオリジナル「つゆしゃぶちりり」 

極上近江牛とバームクーヘン豚の食べ比べ 

対 象 組合員・賛助会員・勤務医部会員、（同伴のご家族） 

組合員負担額 3,000円/名 
 

お問い合わせ：滋賀県医師協同組合 TEL:077-516-8660 FAX:077-553-6770 
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対応時期 
（目途） 

流行初期期間経過後（新型イン

フルエンザ等感染症等に係る発

生等の公表が行われてから６か

月以内） 

流行初期期間経過後（新型イン

フルエンザ等感染症等に係る発

生等の公表が行われてから３か

月程度）の対応 

流行初期期間 

発熱外来

対応 

発熱外来患者数 

１０人/日 

発熱外来患者数（人/日） （感染症等の発生等の公表後１

週間以内） 
発熱外来患者数（人/日） 

検査対応 検査（核酸検出検査）の実施能

力 
１０件/日 

  （感染症等の発生等の公表後１

か月） 
検査（核酸検出検査）の実施能

力（件/日） 

 

 

 

 

 

対応時期 
（目途） 

流行初期期間経過後（新型イン

フルエンザ等感染症等に係る発

生等の公表が行われてから６か

月以内） 

流行初期期間経過後（新型イン

フルエンザ等感染症等に係る発

生等の公表が行われてから３か

月程度）の対応 

流行初期期間 

発熱外来

対応 
発熱外来患者数 

１5人/日 
発熱外来患者数 

１０人/日 
（感染症等の発生等の公表後１

週間以内） 
発熱外来患者数（人/日） 

検査対応 検査（核酸検出検査）の実施能

力 
１5件/日 

  （感染症等の発生等の公表後１

か月） 
検査（核酸検出検査）の実施能

力（件/日） 

 

二 発熱外来の実施 

 

記載例

例 
記載例１：公表が行われて６か月以内に発熱外来の体制を整えることが可能で、かかりつけ患者以外の患者、小児

科のどちらも受入可能  

      な場合 

※ 普段から自院にかかっている患者（かかりつけ患者）以外の受入【可】 

※ 小児患者の受入【可】 

記載例 2：公表が行われて３か月以内に発熱外来の体制を整えることが可能で、かかりつけ患者以外の患者は受

入可能だが、小児科の受入が不可の場合 

※ 普段から自院にかかっている患者（かかりつけ患者）以外の受入【可】 

※ 小児患者の受入【否】 

●表に記載の数値は例です。貴院の体制に合わせてご記載ください。 

参考資料１ 
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対応時期 

（目途） 

流行初期期間経過後（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われ

てから６か月以内） 

対応の内容 １ 対面診療が可能 

・ 初診患者の対応可 

・ かかりつけ患者のみ対応可 

・ 特別な配慮を要する患者対応可（妊婦  ・  小児  ・ 透析） 

 

２ 電話／オンライン診療が可能 

・ 初診患者の対応可 

・ かかりつけ患者のみ対応可 

・ 特別な配慮を要する患者対応可（妊婦  ・  小児  ・ 透析） 

・ 高齢者施設対応可（施設名  ●●●●所                            ） 

・ 障害者施設対応可（施設名                                     ） 

 

３ 往診が可能 

・ 初診患者の対応可 

・ かかりつけ患者のみ対応可 

・ 特別な配慮を要する患者対応可（妊婦  ・  小児  ・ 透析） 

・ 高齢者施設対応可（施設名                                     ） 

・ 障害者施設対応可（施設名                                     ） 

 

４ 訪問または電話／オンラインによる健康観察の対応が可能 

・ 初診患者の対応可 

・ かかりつけ患者のみ対応可 

・ 特別な配慮を要する患者対応可（妊婦  ・  小児  ・ 透析） 

・ 高齢者施設対応可（施設名  ●●●●所                            ） 

・ 障害者施設対応可（施設名                                     ） 

 

5 宿泊療養施設における指導が可能 

三 自宅療養者等への医療の提供および健康観察 

※対応可能な項目すべてに〇をつけてください。 

記載例

例 

参考資料２ 

※１ 高齢者施設、障害者施設への対応の可否を明記。また施設と配置医の契約を行っているなど、対

応可能な施設が決まっている場合は、施設名も併せて記載。 
 

※２ 医療措置協定「第３条 医療措置の内容」のうち、「自宅療養者等への医療の提供および健康観察」

についてのみ協定を締結する場合は、対応の内容のうち１～３のいずれかは必須。 
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新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る 

医療を提供する体制の確保に必要な措置に関する協定（医療措置協定）書（案） 

 

滋賀県知事（以下「甲」という。）と〇〇長【医療機関の管理者】（以下「乙」 

という。）は、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症（以下「新型

インフルエンザ等感染症等」という。）に係る発生等の公表が行われたときから新型イン

フルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間（以下「新型

インフルエンザ等感染症等発生等公表期間」という。）に、甲の要請に基づき、乙におい

て、新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅

速かつ適確に講ずることにより、甲が新型インフルエンザ等感染症等の医療提供体制を

確保することを目的とする。 

 

（医療措置実施の要請） 

第２条 甲は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、地域の感染症医療

提供体制等を勘案し、必要があると認めるときは、乙に対し、次条に定める医療措置を講

ずるよう要請するものとする。 

 

（医療措置の内容） 

第３条 乙は、前条の規定による甲からの要請に基づき、次に掲げる医療措置を講ずるもの

とする。 

一 病床の確保（患者を入院させ必要な医療を提供） 

対 応 時 期 

（目途） 

流行初期期間経過後（新型イン 

フルエンザ等感染症等に係る発 

生等の公表が行われてから６か 

月以内） 

 

 

流行初期期間（新型インフルエンザ 

等感染症等に係る発生等の公表が行 

われてから３か月程度）の対応 

対応の内容 〇床（うち重症者用○床） 

うち、特に配慮が必要な患者の病

床数 

（例） 

・精神疾患を有する患者用〇床 

・妊産婦用〇床 

〇床（うち重症者用○床） 

うち、特に配慮が必要な患者の病床

数 

（例） 

・精神疾患を有する患者用〇床 

・妊産婦用〇床 

即応化の期間 甲からの要請後速やかに（２週 甲からの要請後速やかに（１週間以 

参考資料３ 
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間以内を目途に）即応化するこ 

と。 

内を目途に）即応化すること。 

※ 流行初期期間については、病床の確保に当たり影響が生じ得る一般患者への対応に 

ついて、後方支援を行う医療機関との連携も含め、あらかじめ確認を行うこと。 

 

二 発熱外来の実施 

※ 検査の実施能力については、医療機関内で検体の採取及び検査の実施まで行うもの 

とする。また、全国的に検査の実施環境が整備されていることを前提とする。 

※ 検査の実施能力部分については、検査措置協定を兼ねる。 

診療所の場合 

※ 対応可能人数や検査実施能力については、具体に記載が難しい場合には、対応できる旨

のみ記載することとし（ただし流行初期期間における対応を行う場合には、記載必須とす

る）、参考記載とする。 

※ 普段から自院にかかっている患者（かかりつけ患者）以外の受入【可／否】 

※ 小児患者の受入【可／否】 

 

 

 

 

 

 

対応時期 

（目途） 

流行初期期間経過

後（新型インフル

エンザ等感染症等

に係る発生等の公

表が行われてから

６か月以内） 

流行初期期間経過後

（新型インフルエンザ

等感染症等に係る発生

等の公表が行われてか

ら３か月程度）の対応 

流行初期期間 

発熱外来対応 発熱外来患者数 

〇人/日 

発熱外来患者数 

〇人/日 

（感染症等の発生等の

公表後１週間以内） 

発熱外来患者数 

〇人/日 

検査対応 検査（核酸検出検

査）の実施能力： 

○件/日 

 （感染症等の発生等の

公表後１か月） 

検査（核酸検出検査）の

実施能力： 

○件/日 
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三 自宅療養者等への医療の提供及び健康観察 

※対応可能な項目すべてに〇をつけてください。 

対応時期 

（目途） 

流行初期期間経過後（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表

が行われてから６か月以内） 

対応の内容 １ 対面診療が可能 

・ 初診患者の対応可 

・ かかりつけ患者のみ対応可 

・ 特別な配慮を要する患者対応可（妊婦  ・  小児  ・ 透析） 

 

２ 電話／オンライン診療が可能 

・ 初診患者の対応可 

・ かかりつけ患者のみ対応可 

・ 特別な配慮を要する患者対応可（妊婦  ・  小児  ・ 透析） 

・ 高齢者施設対応可（施設名  ●●●●所            ） 

・ 障害者施設対応可（施設名                   ） 

 

３ 往診が可能 

・ 初診患者の対応可 

・ かかりつけ患者のみ対応可 

・ 特別な配慮を要する患者対応可（妊婦  ・  小児  ・ 透析） 

・ 高齢者施設対応可（施設名                   ） 

・ 障害者施設対応可（施設名                   ） 

 

４ 訪問または電話／オンラインによる健康観察の対応が可能 

・ 初診患者の対応可 

・ かかりつけ患者のみ対応可 

・ 特別な配慮を要する患者対応可（妊婦  ・  小児  ・ 透析） 

・ 高齢者施設対応可（施設名  ●●●●所            ） 

・ 障害者施設対応可（施設名                   ） 

 

5 宿泊療養施設における指導が可能 

※１ 高齢者施設、障害者施設への対応の可否を明記。また施設と配置医の契約を行ってい

るなど、対応可能な施設が決まっている場合は、施設名も併せて記載。 

 

※２ 医療措置協定「第３条 医療措置の内容」のうち、「自宅療養者等への医療の提供お

よび健康観察」についてのみ協定を締結する場合は、対応の内容のうち１～３のいずれ

かは必須。 
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四 後方支援（第一種協定指定医療機関（A類、B類）後方支援医療機関（C類）で記載項

目が変更となります。提示しているのは B 類） 

対 応 時 期 流行初期経過後（新型インフル 

エンザ等感染症等に係る発生等の公 

表が行われてから４か月以降） 

流行初期（新型インフルエンザ 

等感染症等に係る発生等の公表が行 

われてから３か月程度）の対応 

対応の内容 ・軽快患者で療養期間中の患者の受入

れ 

・回復患者の入院継続、受入れ 

・第一種協定指定医療機関（A類）に

入院中の一般入院患者の受入れ 

・第一種協定指定医療機関（A類）に

代わって一般患者の受入れ 

・回復患者の受入れ 

特別な配慮

が必要な患

者の受入れ 

※医療機関ごとに設定 ※医療機関ごとに設定 

主な提携医

療機関名 

  

 

五 医療人材派遣 

対 応 時 期 

（目途） 

流行初期期間経過後（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が 

行われてから６か月以内 

 

対応の内容 

 （例） 

計 ○人     うち県外可能：○人  うちDMAT：○人、DPAT○人・・ 

・医師：○人   うち県外可能：○人 うちDMAT：○人、DPAT○人・・ 

・看護師：○人 うち県外可能：○人 うちDMAT：○人、DPAT○人・・ 

・その他（  可能な範囲で職種を記入 ）：○人 

うち県外可能：○人 うちDMAT：○人、DPAT○人・・ 

※ うち県外可能（○人）は、参考記載 

※ DMAT等については、DMAT等協定（改正医療法第 30条の 12の６の規定に基づく協

定）を参照。 

 

 

（個人防護具の備蓄）  

第４条 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を

迅速かつ適確に講ずるため、個人防護具は、次のとおり、乙が備蓄する。 

（乙における○ヶ月分の使用量） 
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サージカルマス 

ク 

N95マスク 

 

アイソレーショ 

ンガウン 

フェイスシール

ド 

非滅菌手袋 

枚 

 

枚 枚 枚 枚 

（    双） 

 

（措置に要する費用の負担） 

第５条 第３条に基づく措置に要する費用については、甲の予算の範囲内において、甲が乙

に補助を行うものとする。なお、その詳細については、新型インフルエンザ等感染症等が

発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めるものとする。 

２ 甲は、第３条第１号又は第２号に掲げる措置のうち、新型インフルエンザ等感染症等の

発生等の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築す

るための措置を講じたと認められる場合であって、乙が当該措置を講じたと認められる

日の属する月の収入額が、新興感染症発生・まん延前の同月の収入額を下回った場合には、

乙に対し、流行初期医療の確保に要する費用を支給する措置（流行初期医療確保措置）を

行うものとする。 

３ 前条に基づく措置に要する費用については、乙が負担する。なお、甲は、国において新

型インフルエンザ等感染症等が発生した際にその感染症の性状に合わせて検討される費

用に関する補助等が創設された場合は、乙に対して、それに基づき補助等を検討する。 

 

（新型インフルエンザ等感染症等に関する最新の知見についての情報提供等） 

第６条 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われる前の段階から、甲

は、国から新型インフルエンザ等感染症等に関する対応方法を含めた最新の知見につい

て情報を得た場合は、速やかに乙へ情報提供するものとする。 

２ 乙は、前項の情報も踏まえ、甲からの第２条の要請に備えて、必要な準備を行うものと

する。 

３ 新型インフルエンザ等感染症等発生・まん延時において、新型インフルエンザ等感染症

等の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確

保の状況などが事前の想定とは大きく異なる事態の場合として、国においてその判断が

行われた場合は、甲は、協定の内容について機動的に変更する又は状況に応じ柔軟に対応

を行うことについて、乙と速やかに協議を行うものとする。 

 

（協定の有効期間及び変更） 

第７条 本協定の有効期間は、締結日から令和９年３月 31日までとする。ただし、本協定

による有効期間満了の日の 30日前までに、甲と乙のいずれからも更新しない旨の申し出

がない場合には、同一条件により３年間更新するものとし、その後も同様とする。 

２ 第３条に定める医療措置の内容その他この協定の内容を変更する場合、甲又は乙の申
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し出により協議するものとする。 

 

（協定の措置を講じていないと認められる場合の措置） 

第８条 甲は、乙が、正当な理由がなく、第３条及び第４条に基づく措置を講じていないと

認めるときは、乙に対し、感染症法等に基づく措置を行うことができるものとする。 

 

（協定の実施状況等の報告） 

第９条 乙は、甲から本協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関

の運営の状況その他の事項について報告の求めがあったときは、速やかに当該事項を報

告するものとする。この場合において、電磁的方法（Ｇ－ＭＩＳ）により報告を行うよう

努める。 

 

（平時における準備） 

第 10条 乙は、第３条の措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時（新型インフルエンザ等

感染症等の発生前）において、年１回以上、次に掲げる準備を行うよう努めるものとする。 

一 乙の医療機関において、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を本協定の措置の

実施にかかわることが見込まれる医療従事者等が習得することを目的として、研修を

実施する、又は、外部の機関が実施する医療機関向け研修に当該医療従事者等を参加さ

せること。 

二 措置を講ずるに当たっての訓練を、乙の医療機関において実施する、又は、外部の機

関が実施する訓練に本協定の措置の実施にかかわることが見込まれる医療従事者等を

参加させること。 

三 措置を講ずるに当たっての乙の医療機関における対応の流れを点検すること。 

 

（疑義等の解決） 

第 11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが

協議し定めるものとする。 
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この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙両者記名の上、各自その１

通を保有するものとする。 

 

 

 

 

 

令和 年 月 日 

 甲 滋賀県知事   

  乙 医療機関名： 

       保険医療機関番号： 

                  Ｇ－ＭＩＳＩＤ：（締結時振り出しなければ空欄） 

住所： 

     （管理者の）氏名： 
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新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る 

医療を提供する体制の確保に必要な措置に関する協定（医療措置協定）書（案） 

 

滋賀県知事（以下「甲」という。）と〇〇長【医療機関の管理者】（以下「乙」 

という。）は、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症（以下「新型

インフルエンザ等感染症等」という。）に係る発生等の公表が行われたときから新型イン

フルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間（以下「新型

インフルエンザ等感染症等発生等公表期間」という。）に、甲の要請に基づき、乙におい

て、新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅

速かつ適確に講ずることにより、甲が新型インフルエンザ等感染症等の医療提供体制を

確保することを目的とする。 

 

（医療措置実施の要請） 

第２条 甲は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、地域の感染症医療

提供体制等を勘案し、必要があると認めるときは、乙に対し、次条に定める医療措置を講

ずるよう要請するものとする。 

 

（医療措置の内容） 

第３条 乙は、前条の規定による甲からの要請に基づき、次に掲げる医療措置を講ずるもの

とする。 

一 発熱外来の実施 

対応時期 

（目途） 

流行初期期間経過

後（新型インフル

エンザ等感染症等

に係る発生等の公

表が行われてから

６か月以内） 

流行初期期間経過後

（新型インフルエンザ

等感染症等に係る発生

等の公表が行われてか

ら３か月程度）の対応 

流行初期期間 

発熱外来対応 発熱外来患者数 

〇人/日 

発熱外来患者数 

〇人/日 

（感染症等の発生等の

公表後１週間以内） 

発熱外来患者数 

〇人/日 

検査対応 検査（核酸検出検

査）の実施能力： 

 （感染症等の発生等の

公表後１か月） 

参考資料４ 
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※ 検査の実施能力については、医療機関内で検体の採取及び検査の実施まで行うもの 

とする。また、全国的に検査の実施環境が整備されていることを前提とする。 

※ 検査の実施能力部分については、検査措置協定を兼ねる。 

診療所の場合 

※ 対応可能人数や検査実施能力については、具体に記載が難しい場合には、対応できる旨

のみ記載することとし（ただし流行初期期間における対応を行う場合には、記載必須とす

る）、参考記載とする。 

※ 普段から自院にかかっている患者（かかりつけ患者）以外の受入【可／否】 

※ 小児患者の受入【可／否】 

 

二 自宅療養者等への医療の提供及び健康観察 

※対応可能な項目すべてに〇をつけてください。 

対応時期 

（目途） 

流行初期期間経過後（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表

が行われてから６か月以内） 

対応の内容 １ 対面診療が可能 

・ 初診患者の対応可 

・ かかりつけ患者のみ対応可 

・ 特別な配慮を要する患者対応可（妊婦  ・  小児  ・ 透析） 

 

２ 電話／オンライン診療が可能 

・ 初診患者の対応可 

・ かかりつけ患者のみ対応可 

・ 特別な配慮を要する患者対応可（妊婦  ・  小児  ・ 透析） 

・ 高齢者施設対応可（施設名  ●●●●所            ） 

・ 障害者施設対応可（施設名                   ） 

 

３ 往診が可能 

・ 初診患者の対応可 

・ かかりつけ患者のみ対応可 

・ 特別な配慮を要する患者対応可（妊婦  ・  小児  ・ 透析） 

・ 高齢者施設対応可（施設名                   ） 

・ 障害者施設対応可（施設名                   ） 

 

４ 訪問または電話／オンラインによる健康観察の対応が可能 

○件/日 検査（核酸検出検査）の

実施能力： 

○件/日 
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・ 初診患者の対応可 

・ かかりつけ患者のみ対応可 

・ 特別な配慮を要する患者対応可（妊婦  ・  小児  ・ 透析） 

・ 高齢者施設対応可（施設名  ●●●●所            ） 

・ 障害者施設対応可（施設名                   ） 

 

5 宿泊療養施設における指導が可能 

※１ 高齢者施設、障害者施設への対応の可否を明記。また施設と配置医の契約を行ってい

るなど、対応可能な施設が決まっている場合は、施設名も併せて記載。 

※２ 医療措置協定「第３条 医療措置の内容」のうち、「自宅療養者等への医療の提供お

よび健康観察」についてのみ協定を締結する場合は、対応の内容のうち１～３のいずれ

かは必須。 

 

三 医療人材派遣 

対 応 時 期 

（目途） 

流行初期期間経過後（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が 

行われてから６か月以内 

 

対応の内容 

 （例） 

計 ○人     うち県外可能：○人  うちDMAT：○人、DPAT○人・・ 

・医師：○人   うち県外可能：○人 うちDMAT：○人、DPAT○人・・ 

・看護師：○人 うち県外可能：○人 うちDMAT：○人、DPAT○人・・ 

・その他（  可能な範囲で職種を記入 ）：○人 

うち県外可能：○人 うちDMAT：○人、DPAT○人・・ 

※ うち県外可能（○人）は、参考記載 

※ DMAT等については、DMAT等協定（改正医療法第 30条の 12の６の規定に基づく協

定）を参照。 

 

（個人防護具の備蓄） 

第４条 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を

迅速かつ適確に講ずるため、個人防護具は、次のとおり、乙が備蓄する。 

（乙における○ヶ月分の使用量） 

サージカルマス 

ク 

N95マスク 

 

アイソレーショ 

ンガウン 

フェイスシール

ド 

非滅菌手袋 

枚 

 

枚 枚 枚 枚 

（    双） 
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（措置に要する費用の負担） 

第５条 第３条に基づく措置に要する費用については、甲の予算の範囲内において、甲が乙

に補助を行うものとする。なお、その詳細については、新型インフルエンザ等感染症等が

発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めるものとする。 

２ 甲は、第３条第１号又は第２号に掲げる措置のうち、新型インフルエンザ等感染症等の

発生等の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築す

るための措置を講じたと認められる場合であって、乙が当該措置を講じたと認められる

日の属する月の収入額が、新興感染症発生・まん延前の同月の収入額を下回った場合には、

乙に対し、流行初期医療の確保に要する費用を支給する措置（流行初期医療確保措置）を

行うものとする。 

３ 前条に基づく措置に要する費用については、乙が負担する。なお、甲は、国において新

型インフルエンザ等感染症等が発生した際にその感染症の性状に合わせて検討される費

用に関する補助等が創設された場合は、乙に対して、それに基づき補助等を検討する。 

 

（新型インフルエンザ等感染症等に関する最新の知見についての情報提供等） 

第６条 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われる前の段階から、甲

は、国から新型インフルエンザ等感染症等に関する対応方法を含めた最新の知見につい

て情報を得た場合は、速やかに乙へ情報提供するものとする。 

２ 乙は、前項の情報も踏まえ、甲からの第２条の要請に備えて、必要な準備を行うものと

する。 

３ 新型インフルエンザ等感染症等発生・まん延時において、新型インフルエンザ等感染症

等の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確

保の状況などが事前の想定とは大きく異なる事態の場合として、国においてその判断が

行われた場合は、甲は、協定の内容について機動的に変更する又は状況に応じ柔軟に対応

を行うことについて、乙と速やかに協議を行うものとする。 

 

（協定の有効期間及び変更） 

第７条 本協定の有効期間は、締結日から令和９年３月 31日までとする。ただし、本協定

による有効期間満了の日の 30日前までに、甲と乙のいずれからも更新しない旨の申し出

がない場合には、同一条件により３年間更新するものとし、その後も同様とする。 

２ 第３条に定める医療措置の内容その他この協定の内容を変更する場合、甲又は乙の申

し出により協議するものとする。 

 

（協定の措置を講じていないと認められる場合の措置） 

第８条 甲は、乙が、正当な理由がなく、第３条及び第４条に基づく措置を講じていないと

認めるときは、乙に対し、感染症法等に基づく措置を行うことができるものとする。 
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（協定の実施状況等の報告） 

第９条 乙は、甲から本協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関

の運営の状況その他の事項について報告の求めがあったときは、速やかに当該事項を報

告するものとする。この場合において、電磁的方法（Ｇ－ＭＩＳ）により報告を行うよう

努める。 

 

（平時における準備） 

第 10条 乙は、第３条の措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時（新型インフルエンザ等

感染症等の発生前）において、年１回以上、次に掲げる準備を行うよう努めるものとする。 

一 乙の医療機関において、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を本協定の措置の

実施にかかわることが見込まれる医療従事者等が習得することを目的として、研修を

実施する、又は、外部の機関が実施する医療機関向け研修に当該医療従事者等を参加さ

せること。 

二 措置を講ずるに当たっての訓練を、乙の医療機関において実施する、又は、外部の機

関が実施する訓練に本協定の措置の実施にかかわることが見込まれる医療従事者等を

参加させること。 

三 措置を講ずるに当たっての乙の医療機関における対応の流れを点検すること。 

 

（疑義等の解決） 

第 11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが

協議し定めるものとする。 

 

 

この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙両者記名の上、各自その１

通を保有するものとする。 

 

 

 

 

令和 年 月 日 

 甲 滋賀県知事 

  乙 医療機関名： 

       保険医療機関番号： 

                  Ｇ－ＭＩＳＩＤ：（締結時振り出しなければ空欄） 

住所： 

     （管理者の）氏名： 
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事 務 連 絡

令和５年(2023 年)９月 14 日 

一般社団法人 滋賀県医師会長 様

一般社団法人 滋賀県病院協会長 様

滋賀県健康医療福祉部健康危機管理課

ワクチン接種推進室長

新型コロナワクチン令和５年秋開始接種について

平素は、本県の感染症対策に御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。 
 さて、新型コロナワクチンの令和５年度秋開始接種について、下記より実施する

こととなりましたので、貴会員あて情報提供について、よろしくお願いします。

記

１．令和５年秋開始接種について

〇 接種期間

令和５年９月 20 日から令和６年３月 31 日まで 
〇 接種対象者

 初回接種を完了した生後６か月以上の方

〇 使用ワクチン

以下のワクチンを使用し、接種期間中に１回筋肉内において注射する。

※なお、９月 20 日以降は XBB 対応ワクチンとノババックスワクチンのみを使

用することとされていまます。（これまで使用していた従来型ワクチン、オミ

クロン株対応ワクチンは 9 月 20 日以降、使用不可。）

※インフルエンザワクチンとの同時接種についても引き続き可能です。

〇 接種間隔

３か月（ノババックスは６か月）

２．令和６年度以降の接種について

 現在、国の厚生科学審議会で検討がされているところであり、年内に方針を取り

まとめることとされています。

ワクチン接種推進室

TEL:077-528-3691 
FAX:077-528-4868 
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１．令和５年度の新型コロナワクチン接種について

令和５年新型コロナワクチン秋開始接種について

1

○ 令和５年度の１年間は、特例臨時接種を延長する。（自己負担なし）
○ 追加接種可能なすべての年齢の者を対象として秋から冬に１回、重症化リスクの高い者等（医療従事者等含む）には春から
夏に前倒ししてさらにもう１回の接種を行う。

○ R5年春開始接種については、５月８日から９月19日まで、オミクロン株対応ワクチンを使用し、初回接種（１・２回目）
を完了した65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する者、医療従事者等を対象に１回の接種を行う。

○ R5年秋開始接種については、９月20日から３月31日まで、ＸＢＢ対応ワクチンを使用し、初回接種を完了した生後６か月以上
の全ての者を対象に１回の接種を行う。

○ 初回接種については、生後６か月以上のすべての未接種者を対象に接種を行う。（乳幼児は３回、乳幼児以外は２回）
なお、９月20日以降の初回接種からＸＢＢ対応ワクチンを使用する。

〇 使用ワクチンについて、９月20日以降はＸＢＢ対応ワクチンおよびノババックスのいずれかを使用する。
（従来型ワクチンやオミクロン株対応ワクチンは特例臨時接種として使用できないことに注意。）

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
65歳以上や

重症化リスクが
高い方など※

上記以外の
方

基礎疾患がある
など

重症化リスクが
高い方

上記以外の
方

12
歳
以
上

小
児

 

5
歳
～

 
歳

乳幼児
（生後6か月～4歳）

対象者
令和5年 令和6年

追加接種（１回）

初回接種（２回）

初回接種（２回）

← 接種できません →

5月8日

初回接種（２回）

追加接種（１回）5月8日

初回接種（２回）

11

(

）

初回接種（3回）

9月20日
追加接種（1回）

３月３１日

9月20日
追加接種（1回）

３月３１日

9月20日
追加接種（1回）

３月３１日

9月20日
追加接種（1回）

３月３１日

9月20日
追加接種（1回）

３月３１日

オミクロン株対応ワクチン接種（１回）

※65歳以上の方、基礎疾患がある方、重症化リスクが高い方が集まる場所においてサービスを提供する医療機関、高齢者施設、障害者施設等
の従事者など

２．令和５年秋開始接種以降の接種について

令和５年新型コロナワクチン秋開始接種について

追加接種（３回目以降）

※乳幼児（６か月～４歳）は４回目

初回接種（１・２回目）

※乳幼児（６か月～４歳）は１～３回目

接種時期 令和５年９月20日～令和６年３月31日 令和６年３月31日まで引き続き実施

接種費用 無料（全額公費） 無料（全額公費）

接種対象者

初回接種を完了した以下の方

・１２歳以上

・小児（５歳～１１歳）

・乳幼児（生後６か月～４歳）

・１２歳以上

・小児（５歳～１１歳）

・乳幼児（生後６か月～４歳）

接種回数 １回
５歳以上 ： ２回

乳幼児（6か月～４歳） ： ３回

使用

ワクチン

〇 ファイザー社のＸＢＢ対応ワクチン

（１２歳以上用、小児用、乳幼児用の３種類のワクチン

を使用）

〇 モデルナ社のXBB対応ワクチン ※６歳以上

〇 ノババックスワクチン ※１２歳以上

※インフルエンザワクチンとの同時接種可能

〇 ファイザー社のXBB対応ワクチン

（１２歳以上はノババックスワクチンの使用も可能）

※初回接種（１～２または１～３回目）を9/20前後で接種する場合は、

交互接種となります。

9/19までは、オリジナル株またはオミクロン対応２価ワクチン、

9/20以降は、XBB対応ワクチンを接種していただきます。

接種間隔

３か月

（ノババックスは６か月）

５歳以上 ： ３週間

６か月～４歳 ：２回目 ３週間 ／ ３回目 ８週間

※交互接種に該当する場合は、４週間の間隔をあけること

接種場所
・個別医療機関

・市町の集団接種会場

・個別医療機関

・市町の集団接種会場

Ｒ５から個別医療機関での接種へ移行しており、市町によっては集団接種会場を設置していない場合がある。

2

○ ９月20日以降は、現在感染の中心となっているXBB系統に対応したワクチンに変更し、以下のとおり実施されます。

（筋肉内において注射する） （筋肉内におい
て注射する）
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３．令和５年秋開始以降の公的関与規定（接種勧奨・努力義務）の適用について

令和５年新型コロナワクチン秋開始接種について

○ ９月20日より追加接種・初回接種とも６５歳以上の高齢者と基礎疾患を有する方のみに予防接種法上の自治体の接種勧奨（第8条）
と本人（保護者）の努力義務（第９条）の規定を適用し、それ以外の方については、公的関与規定の適用を除外する。
〇 ただし、生後６か月以上の全ての方で接種を希望される方は、令和６年３月末まで無料で接種することができる。

令和5年度

令和４年秋開始接種 令和５年春開始接種
令和５年秋開始接種
（9月20日～）

追

加

接

種

12歳以上

高齢者（65歳以上）

あり（令和５年５月７日まで）

あり あり
基礎疾患を有する方
（１２～６４歳）

医療従事者等 なし

なし

上記以外の者

５～11歳

基礎疾患を有する方
（５～１１歳）

あり（令和５年５月７日まで） あり あり

上記以外の者
あり（令和５年５月７日まで）
なし（令和５年５月８日から８月
まで）

なし

6か月～４歳

基礎疾患を有する方
（６か月～４歳）

あり

上記以外の者 なし

初
回
接
種

初回接種未接種者
（生後６ヶ月以上
のすべての者）

高齢者（６５歳以上）

あり

あり

基礎疾患を有する方
（6か月以上の全ての方）

あり

上記以外の者 なし

3

４．令和６年度以降の接種について

令和５年新型コロナワクチン秋開始接種について

〇令和６年度以降の接種に関する方針については、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針
部会において、 具体的な検討を進め、年内に方針をとりまとめることとしています。

4

令和６年度以降、新型コロナウイルス感染症の「まん延予防上緊急の必要がある」と認められる状況にはないと
考えられるため、 『特例臨時接種』を今年度末で終了し、安定的な制度の下で接種を継続する。

接種の目的について
○ 接種の目的は、重症化予防とする。

接種の対象者について
○ 接種の対象者は、65歳以上の高齢者等の、重症化リスクの高い者とする。

ワクチンの接種のタイミングについて
○ 接種のスケジュールについては、年１回の接種を行うこととし、接種のタイミングは秋から冬の間とする。

ワクチンについて
○ 当面の間、毎年見直すこととする。

特例臨時接種について

令和６年以降の接種プログラムについて

現在の検討状況は以下のとおりであり、引き続き国において検討を進めることとしている。

令和５年９月８日
第55回厚生科学審議会予防接種・ワクチ
ン分科会予防接種基本方針部会資料より

未確定情報
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（参考）令和５年春開始接種の接種状況
６５歳以上の令和４年秋開始接種との比較 (９月10日現在)

滋賀県

累積（率）

一週間
当たり(回)

全 国

5

１週 ２週 ３週 ４週 ５週 ６週 ７週 ８週 ９週 10週 11週 12週 13週 14週 15週 16週 17週 18週 19週 20週 21週 22週 23週 24週 25週 26週 27週 28週 29週 累積
（率）

１週 ２週 ３週 ４週 ５週 ６週 ７週 ８週 ９週 10週 11週 12週 13週 14週 15週 16週 17週 18週 19週 20週 21週 22週 23週 24週 25週 26週 27週 28週 29週

〇ファイザー社（12歳以上用） 〇ファイザー社（５歳～11歳用）

（参考）オミクロン株XBB.1.5の１価ワクチンについて 令和５年８月10日
厚生労働省自治体向け説明会資料
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〇ファイザー社（6カ月～４歳用） 〇モデルナ社（12歳以上および６歳～11歳）

（参考）オミクロン株XBB.1.5の１価ワクチンについて 令和５年８月10日
厚生労働省自治体向け説明会資料

※同一製剤のため、同一のバイアルか
ら12歳以上と６～11歳用のシリンジに
取り分けてもよい 7

12か月

8

（お問い合わせ先）
滋賀県健康危機管理課
ワクチン接種推進室
TEL：077-528-3691
E-mail:coronataisaku12@pref.shiga.lg.jp
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滋賀県医師会 ご担当者様 

各地域職域医師会 ご担当者様 

滋賀県歯科医師会 ご担当者様 

滋賀医科大学医学部附属病院  

病院長  田 中  俊 宏  

【 公  印  省  略 】 

 病診連携の推進に係る意見交換会の開催について 

平素は本院の運営、特に病診連携につきまして、格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、病診連携の一層の推進を図るため、標記会議を下記のとおり開催いたしますので、ご出席賜

りますようご案内申し上げます。 また、貴会会員の先生方についてもご出席いただきますよう、ご

配意方よろしくお願い申し上げます。  

 記 

日 時： 令和５年１０月２６日（木） 午後２時～３時３０分 

場 所： 滋賀医科大学 リップルテラス 2階 会議室１ 

形 式： 対面式と遠隔通信式（Zoom）のハイブリッド形式（Zoom使用のための URL、ID、及び 

パスワードにつきましては、前日までにお送りいたします。予定では、開催時刻 15分前 

には、Zoom ミーティングに参加できる状態にいたしますので、ご準備の程よろしくお願 

いいたします。）  

内 容：（１）病診連携の推進に係る意見交換会 

 司 会：漆 谷 真  患者支援センター長 

（２）講演（ショートレクチャー 各１０分程度）

「超高齢化を見据えた CKD病診連携」

 腎臓内科：  久米 真司 教授 

 「脳神経外科診療のトピックス」 

 脳神経外科：  吉田 和道 教授 

 「総合診療と地域医療」 

 総合診療科：  辻 喜久 特任教授 

＊恐れ入りますが準備の都合上、別紙出席者票を９月２９日（金）までにメール（宛先：

hqchiiki@belle.shiga-med.ac.jp）にてお知らせ下さいますようお願いいたします。 

以上 
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会場のご案内 
滋賀医科大学医学部附属病院 （滋賀県大津市瀬田月輪町） 

 

公共交通機関でお越しの方 

 

 
 
 
 
 

 

リップルテラス 
 

交通アクセス 

滋賀医科大学 リップルテラス  

車でお越しの方は、駐車券を会議室

までお持ち下さい。 
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⽇医発第 1053 号（地域）
令和５年 9 ⽉ 14 ⽇

郡市区医師会⻑ 殿

公益社団法⼈ ⽇本医師会
会⻑ 松 本 吉 郎

（公印省略）

⽇本医師会「地域に根ざした医師会活動プロジェクト」第１回シンポジウムの
開催について

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
先般、令和 5 年 8 ⽉ 10 ⽇付（⽇医発第 907 号(地域)） 「⽇本医師会「地域に根ざした医師

会活動プロジェクト」及び第１回シンポジウムについて」において、⼀般の⽅々等を対象と
した 「地域に根ざした医師会活動プロジェクト」を開始すること及び第１回シンポジウムを
開催することにつき都道府県医師会を通し、ご案内いたしました。

今般、別添の通り第１回シンポジウムの開催が正式に決まりましたので、ご案内申し上げ
ます。

貴会のご関係者で来館での参加をご希望される場合は、別添をご参照の上、申込書へご記
⼊いただき、10 ⽉ 9 ⽇(⽉)までに、⽇本医師会事務局までご返送ください。なお、

当⽇の様⼦は、本会ホームページでも配信いたします。
つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、貴会及び管

下の関係医療機関等への周知⽅につきご⾼配を賜りたく何卒宜しくお願い申し上げます。
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「地域に根ざした医師会活動プロジェクト」第１回シンポジウム
有事の医師会活動 〜地域、住⺠を守る活動〜

議事次第

⽇時：令和 5 年 10 ⽉ 11 ⽇(⽔)
14 時 00 分〜16 時 00 分

場所：⽇本医師会館⼤講堂 
（ハイブリッド⽅式） 

司会：常任理事 ⿊瀨 巌

挨拶 ⽇本医師会⻑ 松本 吉郎

第 1 部：⼤規模災害時の医師会活動
・座⻑によるイントロダクション    富⼭県医師会会⻑ 村上美也⼦先⽣
・「平時からの顔の⾒える関係づくり」と有事対応：

医師会と DMAT との架け橋として ⻑⾕川 傑先⽣（秋⽥市⽴総合病院）
・被災した⾃地域を守り、再建を⽀える⽴場より：コロナ禍で最初の

災害対応：            ⼭⽥ 和彦先⽣（前⼈吉市医師会副会⻑） 

第 2 部：新型コロナウイルス感染症対応
・座⻑によるイントロダクション  兵庫県医師会会⻑ ⼋⽥昌樹先⽣
・⼤都市圏における地域医師会と⾼度専⾨基幹病院による連携

「COVID-19 医療提供体制 新宿モデル」
迫村 泰成先⽣（新宿区医師会）

・若⼿医師による挑戦 ⼩林 正宜先⽣（KISA2 隊⼤阪隊⻑） 

ディスカッション

総括 ⽇本医師会副会⻑ 茂松 茂⼈
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地域に根ざした医師会活動プロジェクト 

第 1 回シンポジウム 

 開催⽇︓2023 年 10 ⽉ 11 ⽇（⽔）14 時〜16 時

 開催場所︓⽇本医師会館⼤講堂、WEB（⽇本医師会ホームページ※１）
※１ URL︓https://www.med.or.jp/people/chiiki-pj

 開催⽅法︓ハイブリッド⽅式
 都道府県医師会・郡市区医師会関係者(※2)、そのほか医師会関係者(※3)、国⺠医療推進

協議会関係者（※4）、被災者健康⽀援連絡協議会関係者（※5）、報道関係者

︓来館または WEB 視聴（※1）

※２ 地域医療担当、地域包括ケア担当、救急災害担当、感染症対策担当、広報担当、総務担当等、医師

会役員の先⽣⽅を想定しております。 

※３ 地域医師会員の先⽣⽅を想定しております。

※４ 参加団体⼀覧をご参照ください。

※５ 参加団体⼀覧をご参照ください。

 ⼀般の⽅々︓WEB 視聴（※１）

 来館御申込の締切︓2023 年 10 ⽉ 9 ⽇（⽉）までにご回報いただきたく

お願いいたします。

 旅費等の⽀給︓今回は、都道府県医師会・郡市区医師会関係者への旅費等の

⽀給はございません。 

別添 
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地域に根ざした医師会活動
プロジェクト

第１回シンポジウム開催について
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訪問診療等の在宅医療ネットワークへの参画、介護保険関連文書の作成（主治医意見書等）、
多職種との会合（ケアカンファレンス等）、ACPなど

４．多職種連携

平日夜間・休日輪番業務、地域行事の救護班、在宅当番医、休日夜間急患センター、電話相
談業務など（災害時には救護所・避難所への巡回診療、感染症拡大時には検査センターへの
出務など自らの地域を守る活動）

１．地域の時間外・救急対応

地域に根ざした医師会活動

医師会・専門医会・自治会・保健所関連の委員、警察業務への協力、防災会議、地域医療に
関する会議、レセプトの審査委員会、地域ケア会議の出席、障害者認定審査会、介護保険認
定審査会など

２．行政・医師会等の公益活動

看護師・准看護師養成所、医師会共同利用施設への参画、高齢者の運転免許に関する診断書
の作成、成年後見人制度における診断書の作成、死体検案、医療DX、医療GX、学術活動、高
齢者・障害者施設への対応など

５．その他

母子保健、乳幼児保健（1歳6か月児健診・3歳児健診）、学校保健（学校健診、学校医活動）、
学校健康教育（性教育、がん教育、禁煙・薬物教育等）、産業保健（地域産業保健センター
活動、職場の健康相談、産業医活動）、事業主健診（特定健診・特定保健指導）、高齢者保
健（高齢者健診・認知症検診）、予防接種（定期・その他）、がん・成人病検診、市民公開
講座（健康講座・介護教室）、精神保健、健康スポーツ医活動など

３．地域保健・公衆衛生活動

地域に根ざして診療している医師は、⾃院での診療以外に、以下のような活動を連携して
⾏い、地域住⺠の健康を守るため、それぞれの地域を⾯として⽀えています。
そうした活動はかかりつけ医が中⼼となって担っており、地域医師会はそれに深く関与して

運営しています。
⽇本医師会は、「地域にどっぷりつかり」、⽇々地域医療を⽀えている医師に深く感謝する

とともに、こうした活動を国⺠の皆さんに広く知っていただきたいと思っています。

ひとりひとりの医師の活動では限界がある。すべてに関わることはできない。
さまざまな専⾨性をもつ多くの医師が医師会活動に参加し、分担・連携することで、地域を⾯と
して⽀えることができる。そうした活動を、⼀般国⺠の⽅々等に知っていただく。

2022年9月28日
会長会見資料一部改変
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地域に根ざした医師会活動プロジェクト
第1回シンポジウム

2

有事の医師会活動〜地域、住⺠を守る活動
開催⽇︓2023年10⽉11⽇（⽔）14時〜16時
開催場所︓ハイブリッド開催
次第︓

⽇本医師会 松本吉郎会⻑挨拶
第1部︓⼤規模災害時の医師会活動
・座⻑（富⼭県医師会会⻑ 村上美也⼦先⽣）によるイントロダクション
・「平時からの顔の⾒える関係づくり」と有事対応

⻑⾕川 傑先⽣（秋⽥市⽴総合病院）︓医師会とDMATとの架け橋
として

・被災した⾃地域を守り、再建を⽀える⽴場より
⼭⽥ 和彦先⽣（前 ⼈吉市医師会副会⻑）︓コロナ禍で最初の災害対応

第2部︓新型コロナウイルス感染症対応
・座⻑(兵庫県医師会会⻑ ⼋⽥昌樹先⽣)によるイントロダクション
・⼤都市圏における地域医師会と⾼度専⾨基幹病院による連携
「COVID-19医療提供体制 新宿モデル」
迫村 泰成先⽣（新宿区医師会）

・若⼿医師による挑戦
⼩林 正宜先⽣（KISA2隊⼤阪隊⻑）

ディスカッション
総括 茂松茂⼈副会⻑ 42



地域に根ざした医師会活動プロジェクト

1．シンポジウム（当⽇）
• ⽇医公式YouTubeチャンネルによるライブ配信

2．⽇本医師会公式YouTube及び
特設WEBサイト（後⽇掲載）

• プロジェクトの趣旨
• シンポジウム全体版
• 座⻑イントロダクション・各演者のプレゼンテー
ション・ディスカッションごと

3．動画パンフレット（後⽇制作予定）
• シンポジウムの圧縮版を基に編集して
制作

343



下記メールアドレスまたはFAXへご返信ください。

日本医師会地域医療課　行（chiiki_1@po.med.or.jp　または　FAX 03-3946-2140）

現地参加お申込書

開催日時：令和５年10月11日(水) １４時００分～１６時００分

場所：日医会館大講堂。WEBでご視聴される場合は、本申込書は不要です。

御氏名 御所属 御肩書
（※任意）

日本医師会「地域に根ざした医師会活動プロジェクト」第１回シンポジウム
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令和５年９月１５日 

一般社団法人 草津栗東医師会 

会員各位 

草津市在宅医療介護連携センター 

    草津市長寿いきがい課

    草津保健所 

くさつ在宅医療ネット開催の御案内 

秋涼の候、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃は在宅医療介護連携推進に御理解・御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

本会議は、草津市内の医師同士が訪問診療についての情報交換を行うことを目的に開催 

しております。 

御多忙のところ恐縮ではございますが、御参加いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

記 

１．日  時  令和５年１０月１２日（木）１４：００～１５：００ 

(オンライン参加の方は、当日１３時４５分より御入場頂けます)

２．会  場  南部合同庁舎 草津保健所 ３階大会議室 /  オンライン（ZOOM） 

３．内  容  ①講演 テーマ「（仮）眼科領域での往診・訪問診療について」 

講師：薬師川眼科 院長 薬師川 浩 先生 

②意見情報交換

＊出欠の有無につきましては、FAXにてご連絡ください。 

事務局 草津市在宅医療介護連携センター（淡海ふれあい病院内） 

住 所 草津市矢橋町１６２９－５ 

担 当 寺下 晃子／吉村 明浩 

  連絡先 T E L／F A X 

開所時間 

メール

（077）516－2498 ／（077）566－6488 

月曜日～金曜日（9時～17時） 

 kusatsu.hmcc@gmail.com 
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〔送付状不要〕 

 

令和５年１０月１２日（木）１４時～１５時開催 

南部合同庁舎 草津保健所 ３階大会議室 

くさつ在宅医療ネット 参加申込書 
 

 

【確認事項】 

・基本現地での開催としておりますが、オンラインでも参加いただけます。 

・諸事情等により参加方法を変更される場合は、会議前日１５時までに事務局まで御連絡ください。 

 

 

※１０月５日（木）までに返送願います 

 

 

 

 

氏名  

診療所名  

 

参加方法 

該当する方へ☑ 

□会場参加 

□オンライン（ＺＯＯＭ）参加 

□欠席 

ＦＡＸ送信先：０７７－５６６―６４８８ 

草津市在宅医療介護連携センター 宛 
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各位 ２０２３年 ９月吉日

守山野洲医師会会長 小西 常起 

２０２３年度 第３回 認知症の医療と福祉の連携

ＩＮ守山・野洲開催について

時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

平素は、守山野洲医師会の運営にご指導を賜り、厚くお礼を申し上げます。

さて、第１回目は、運転免許センターの皆さんからの事例提供、第２回目は薬

剤師さんからの事例提供で、各グループ共に盛んに検討がすすめられました。 

  第３回目は、栗東市葉山地域包括支援センターの皆さんからの事例提供を

予定しております。

本会は平成２４年度から、守山野洲医師会、連携型認知症疾患医療センター

藤本クリニックを中心にして、様々な職種の参加者が集まり、回を重ねてきま

した。今後も認知症の人と家族を地域で支えることを一番の目標として、早期

発見、かかりつけ医における診断や家族支援、認知症ケアの充実、多職種連携

などを中心として、多くの参加者と共に作り上げていきたいと思います。

また、南部圏域の多職種連携のさらなる充実を目指して、草津市、栗東市の

皆さま方からのご参加もいただくことができ、より活気ある会へと発展してき

ていますので、引き続き、皆様のご参加をお待ちしております。

以上
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２０２３年度 第３回
認知症の医療と福祉の連携ＩＮ守山・野洲

日時 ２０２３年 １０月２６日（木曜日）
18：15分から19：30分

場所 守山市駅前コミュニテイーホール
セルバ守山3階

参加締め切り ２０２３年 １０月 １８日

内容

栗東市葉山地域包括支援センターからの事例提供と事例検討

事務局・お問い合わせ先
連携型認知症疾患医療センター藤本クリニック

ＴＥＬ０７７－５８２－６０３２

ＦＡＸ☝ ０７７－５８２－６０４０
藤本クリニック 宛

参加申し込み

（ ） ご出席

ご所属

電話番号

お名前

お名前

参加人数の調整をお願いする場合があります
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第12回理事会連絡事項

開催日時 講演会・研修会名 会場等 内容・講師等 実施主体 申込先・連絡先

9月26日（火）
14：30～15：30

令和５年度死体検案研修会
（近江八幡市蒲生郡医師会）

G-NET しが男女共同参画
センター
近江八幡市鷹飼町80-4

テーマ「正しい死亡診断－過去の事例を踏まえて－」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

9月27日（水）
14：00～15：00

令和５年度死体検案研修会
（彦根医師会）

彦根市保健・医療複合施設
くすのきセンター
彦根市八坂町1900-4

テーマ「正しい死亡診断－過去の事例を踏まえて－」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

9月28日（木）
15：00～16：00

令和５年度死体検案研修会
（東近江医師会）

東近江地域医療支援セン
ター
東近江市中小路町483-4

テーマ「正しい死亡診断－過去の事例を踏まえて－」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

★ 9月28日（木）
15:00～16：00

第1回小児救急医療地域医師研修
会(大津市医師会）

琵琶湖ホテル 2階 ローズ
大津市浜町2-40

テーマ「見落としてはいけない子どもの症状」
滋賀県医師会小児救急医療対策委員会　委員　美馬　隆宏　先生

滋賀県
医師会

会報9月号で案内 日医生涯教育制度:
(申請予定)

10月1日（日）
13:00～17:30

第3回産業医研修会 ニプロiMEP　ニプロホール
草津市野路町3023

1.「事例に見るメンタルヘルスの実際」
南草津坂本診療所　院長　坂本　暢典　先生

2.「化学物質管理に関する法改正に関連して産業医が抑えておきたいポイント」
京都工場保健会　礒島　康史　先生

3.「産業医が知って活用できる労働衛生教育」
　和歌山県立医科大学保健看護学部　教授　森岡　郁晴　先生

滋賀県
医師会

産業保健担当
会報8月号・FAXにて案
内

日医生涯教育制度：
(申請予定）
日医認定産業医制度：
基礎　後期4.5単位
生涯　専門4.5単位

　(申請中）

10月12日（木）
15:00～16：30

第92回学校保健学校医研修会 ピアザ淡海 県立県民交流
センター
大津市におの浜1-1-20

「HPVワクチン接種の意義」
　滋賀県医師会　副会長　髙橋　健太郎　先生

滋賀県
医師会

学校保健担当
会報8月号・FAXにて案
内

日医生涯教育制度：
(申請予定）

10月22日（日）
13:00～17:30

第4回産業医研修会 ウイングプラザ
4階E研修室
栗東市綣2-4-5

1.「職域メンタルヘルス対応の新しい切り口」
　日本製鉄株式会社　和歌山製鉄所

安全環境防災部　安全健康室　岩根　幹能　先生
2.「メンタルヘルス不調からの復職について　主にリワークを中心に」

湖南クリニック　院長　楢林　理一郎　先生
3.「産業医活動関連法改正と通達　平成30～令和4年度」

　一般財団法人近畿健康管理センター　理事長　木村　　隆　先生

滋賀県
医師会

産業保健担当
会報8月号・FAXにて案
内

日医生涯教育制度：
(申請予定）
日医認定産業医制度：
基礎　後期4.5単位
生涯　専門3.0単位

　更新1.5単位
　(申請中）

10月26日（木）
14：00～15：00

令和５年度死体検案研修会
（守山野洲医師会）

守山市すこやかセンター
守山市下之郷三丁目2-5

テーマ「正しい死亡診断－過去の事例を踏まえて－」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

★ 10月26日（木）
15：00～16：00

第2回小児救急医療地域医師研修
会(東近江医師会）

東近江地域医療支援セン
ター
東近江市中小路町483-4

テーマ「見落としてはいけない子どもの症状」
滋賀県医師会小児救急医療対策委員会　委員　伊藤　英介　先生

滋賀県
医師会

小児救急担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度:
(申請予定)

★ 10月28日（木）
16：00～17：00

第３回小児救急医療地域医師研修
会(甲賀湖南医師会）

公立甲賀病院
甲賀市水口町松尾1256

テーマ「見落としてはいけない子どもの症状」
滋賀県医師会小児救急医療対策委員会　委員　田中　直人　先生

滋賀県
医師会

小児救急担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度:
(申請予定)

★ 11月5日（日）
14：30～18：00

第39回滋賀医学会総会
（Web配信併用）

琵琶湖ホテル 3階 瑠璃
大津市浜町2-40

テーマ「超高齢社会における医療の新展開」
講演
①「「認知症」のない世界 －認知症基本法成立をうけて－」

市立野洲病院　院長　福山　秀直　先生
②「ロコモを如何に防ぐか 骨粗鬆の早期予防を含めて」

滋賀医科大学整形外科学講座　教授　今井　晋二　先生
③「フレイル予防を目指した内科的アプローチを考える」

国立長寿医療研究センター　理事長　荒井　秀典　先生

滋賀県
医師会

生涯教育担当
ＦＡＸにて案内予定

日医生涯教育制度：
　CC：19-1単位
　CC：29-1単位
　CC：77-1単位
日本内科学会認定総合内
科専門医認定更新：2単位

★ 11月18日（土）
15:00～17:20

滋賀県医師会・滋賀県スポーツ医
会　共催　スポーツ医研修会（秋期
滋賀県スポーツ医会勉強会）

ウイングプラザ
4階E研修室
栗東市綣2-4-5

講演
①「フルマラソン、トライアスロン、山岳レースの救護経験から」

　京都府立医科大学　救急医療学教室　太田　　凡　先生
②「フルマラソン等のスポーツ現場における医療行為の法的責任について」

おおみ法律事務所　弁護士　桂　　充弘　先生

滋賀県
医師会

スポーツ医担当
会報9月号で案内

日医生涯教育制度：
(申請予定）
日医認定健康スポーツ医
制度：再研修会2単位（申
請中）

12月21日（木）
15：00～16：00

令和５年度死体検案研修会
（大津市医師会）

琵琶湖ホテル
大津市浜町2-40

テーマ「正しい死亡診断－過去の事例を踏まえて－」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

講　演　会　・　研　修　会　等　の　ご　案　内

★ 新規
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開催日時 講演会・研修会名 会場等 内容・講師等 実施主体 申込先・連絡先

令和6年1月25日（木）
14：00～15：00

令和５年度死体検案研修会
（甲賀湖南医師会）

公立甲賀病院
甲賀市水口町松尾1256

テーマ「正しい死亡診断－過去の事例を踏まえて－」
　滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

令和6年2月22日（木）
15：30～16：30

令和５年度死体検案研修会
（湖北医師会）

北ビワコホテルグラツィエ
長浜市港町4-17

テーマ「正しい死亡診断－過去の事例を踏まえて－」
　滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

★　新規
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令和5年9月14日

月   以   降 行 事 予 定 表 ・・

年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

12:00 PM

R5/ 9/15 (金) 10:00 AM人口減少を見据えた未来と幸せが続く滋賀推進協

議会

県庁東館 7階 大会議室

もしくはZoom(～

県

)

1:30 PM

R5/ 9/19 (火) 1:00 PM第1回診療報酬改定に関する都道府県医師会長会

議

WEB

(～

日医

)

4:00 PM

R5/ 9/20 (水) 2:30 PM第13回理事会 理事室→3F会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 9/20 (水) 3:15 PM医師会組織強化に係る日医担当役員との面会 3F会議室

応接室(控室)(～

日医

)

5:00 PM

R5/ 9/21 (木) 3:00 PM日本医師会第4回国際保健検討委員会 日本医師会館503会議室

(～

日医

)

4:00 PM

R5/ 9/25 (月) 2:00 PM第2回看護職員等確保対策推進協議会 環びわ湖大学・地域コンソーシアム

セミナー室(～

県

)

4:00 PM

R5/ 9/26 (火) 1:30 PM滋賀県運営適正化委員会 第3回苦情解決合議体・

全体委員会

県立長寿社会福祉センター 1階 第

1教室(～

その他

)

3:30 PM

R5/ 9/26 (火) 2:30 PM令和5年度 死体検案研修会（近江八幡市蒲生郡医

師会）

G-NETしが 男女共同参画センター

(～

県医師会

)

4:30 PM

R5/ 9/26 (火) 3:00 PM令和5年度 第1回びわこリハビリテーション専門職大

学 教育課程連携協議会

Zoomによるオンライン開催

(～

その他

)

3:00 PM

R5/ 9/27 (水) 2:00 PM令和5年度 死体検案研修会（彦根医師会） くすのきセンター

(～

県医師会

)

3:00 PM

R5/ 9/28 (木) 2:00 PM令和5年度地域エコチル調査運営協議会 キャンパスプラザ京都 2階第1会議

室(～

その他

)

4:00 PM

R5/ 9/28 (木) 3:00 PM小児救急医療地域医師研修会（大津市医師会） 琵琶ホテル ローズ

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 9/28 (木) 3:00 PM令和5年度 死体検案研修会（東近江医師会） 東近江地域医療支援センター

(～

県医師会

)

4:30 PM

R5/ 9/28 (木) 3:30 PM中絶審査 応接室

(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/ 9/29 (金) 1:30 PM社会福祉法人びわこ学園 令和5年度第2回評議員

会

びわこ学園医療福祉センター野洲

地域交流スペース会議室(～

その他

)

5:30 PM

R5/10/ 1 (日) 1:00 PM第3回産業医研修会 ニプロiMEP ニプロホール

草津市野路町3023(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/10/ 2 (月) 2:00 PM第1回滋賀県医療審議会医療費適正化計画部会 県大津合同庁舎7階 7-D会議室

(～

県

)

8:00 PM

R5/10/ 3 (火) 6:00 PM第2回滋賀県母子保健推進会議 県庁７階大会議室

(～

県

)

4:00 PM

R5/10/ 5 (木) 2:00 PM滋賀県ナースセンター事業運営委員会 滋賀県看護研修センター

(～

関連団体

)

3:30 PM

R5/10/ 5 (木) 2:30 PM第7回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

8:00 PM

R5/10/ 5 (木) 6:00 PM近畿予研・メディック等検査健診機関との懇談会（第

41回医師会・検査機関・健診機関  定例懇談会）

琵琶湖ホテル「オレンジ・ブラウン」

(～

県医師会

)

R5/10/ 6 (金) 2:00 PM第1回会費検討委員会（web開催） 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/10/ 6 (金) 2:00 PM令和5年度都道府県医師会母体保護担当理事連絡

協議会

日本医師会館小講堂・ホール

(～

日医

)

R5/10/ 6 (金) 2:30 PM第4回近医連常任委員会 大阪府医師会館

(～

近医連

)

R5/10/ 7 (土) 10:00 AM全国医師国民健康保険組合連合会第61回全体協

議会

びわ湖大津プリンスホテル コンベン

ションホール淡海(～

関連団体

)

R5/10/ 7 (土) 10:00 AM令和5年度全国医師会勤務医部会連絡協議会 ホテル青森

(～

日医

)

4:30 PM

R5/10/ 7 (土) 2:30 PM第3回近医連保険担当理事連絡協議会 梅田スカイビル タワーウエスト22階

E会議室(～

近医連

)

R5/10/10 (火) 2:00 PM第1回滋賀県長寿医療運営懇話会 県厚生会館 3階 会議室

(～

関連団体

)

※ ★印は令和5年7月13日以降に追加した行事
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令和5年9月14日

月   以   降 行 事 予 定 表 ・・
2Page.

年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

4:00 PM

R5/10/11 (水) 2:30 PM第14回理事会 理事室

(～

県医師会

)

4:30 PM

R5/10/12 (木) 3:00 PM第92回学校保健学校医研修会（県立学校医と学校

保健安全研究部会との合同懇談会は中止）

ピアザ淡海 大会議室、305

(～

県医師会

)

8:00 PM

R5/10/12 (木) 6:00 PM滋賀県循環器病対策検討会 第2回脳血管疾患領域

検討部会（ハイブリッド開催）

県庁北新館 5階 5-F会議室

もしくは Zoom参加(～

県

)

R5/10/14 (土) 2:30 PM近医連学校医研究協議会第1回理事会 ホテルグランヴィア大阪 名庭 A

(～

近医連

)

12:00 PM

R5/10/15 (日) 8:30 AM令和5年度近畿府県合同防災訓練(滋賀県総合防災

訓練)

大津市内（主会場：大津市生涯学習

センター）(～

県

)

11:00 AM

R5/10/15 (日) 9:00 AM令和5年度滋賀県総合防災訓練における検視・検案

および家族対応訓練

滋賀大学教育学部附属小学校 体

育館(～

県医師会

)

1:30 PM

R5/10/17 (火) 1:00 PM第2回診療報酬改定に関する都道府県医師会長会

議

日本医師会

(～

日医

)

4:20 PM

R5/10/17 (火) 2:20 PM第2回都道府県医師会長会議 日本医師会

(～

日医

)

R5/10/17 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

3:20 PM

R5/10/18 (水) 9:45 AM児童虐待防止キャラバン隊へ 各市町村

(～

県

)

5:00 PM

R5/10/19 (木) 1:00 PM第44回産業保健活動推進全国会議（Web開催） 応接室

(～

日医

)

4:00 PM

R5/10/19 (木) 2:30 PM第5回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

3:00 PM

R5/10/20 (金) 1:30 PM無戸籍者支援関係団体・機関等連絡協議会 大津地方法務局会議室

（大津びわ湖合同庁舎3階）(～

県

)

8:00 PM

R5/10/21 (土) 4:00 PM第73回全国医師会医療秘書学院連絡協議会定例

総会

ザ・グランユアーズフクイ

(～

日医

)

5:30 PM

R5/10/22 (日) 1:00 PM第4回産業医研修会 ウイングプラザ Ｅ会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/10/24 (火) 1:00 PM中絶審査 応接室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/10/25 (水) 2:30 PM第15回理事会 理事室

(～

県医師会

)

5:00 PM

R5/10/25 (水) 4:00 PM勤務医活動検討委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/10/26 (木) 11:30 AM令和5年度 全国学校保健・安全研究大会1日目 神戸文化ホール・神戸市立中央体

育館(～

国

)

3:00 PM

R5/10/26 (木) 2:00 PM令和5年度 死体検案研修会（守山野洲医師会） 守山市すこやかセンター

(～

県医師会

)

4:45 PM

R5/10/26 (木) 2:30 PM滋賀県たばこ対策推進会議 県庁 東館 7階 大会議室

(～

県

)

4:00 PM

R5/10/26 (木) 3:00 PM小児救急医療地域医師研修会（東近江医師会） 東近江地域医療支援センター

(～

県医師会

)

8:00 PM

R5/10/26 (木) 6:00 PM滋賀県循環器病対策検討会 第1回心疾患領域検討

部会（ハイブリッド開催）

県庁本館 4階 4A会議室

もしくは Zoom参加(～

県

)

4:00 PM

R5/10/27 (金) 9:30 AM令和5年度 全国学校保健・安全研究大会1日目 神戸文化ホール・神戸市立中央体

育館(～

国

)

R5/10/27 (金) 7:00 PM第54回全国学校保健・学校医大会「会長招宴」 神戸ポートピアホテル本館２９階

(～

日医

)

6:00 PM

R5/10/28 (土) 10:00 AM第54回全国学校保健・学校医大会 神戸ポートピアホテル

(～

日医

)

5:00 PM

R5/10/28 (土) 4:00 PM小児救急医療地域医師研修会（甲賀湖南医師会） 公立甲賀病院

甲賀市水口町松尾1256番地(～

県医師会

)

12:00 PM

R5/10/29 (日) 10:00 AM医学生・研修医等をサポートするための会 滋賀医科大学 臨床講義室２

(～

県医師会

)

※ ★印は令和5年7月13日以降に追加した行事
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年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

1:30 PM

R5/11/ 1 (水) 11:00 AM日本医師会設立76周年記念式典並びに医学大会 日本医師会

(～

日医

)

4:00 PM

R5/11/ 1 (水) 2:00 PM第2回滋賀県がん対策推進協議会

（ハイブリッド開催）

県庁周辺にて調整中

もしくは Zoom参加(～

県

)

R5/11/ 5 (日) 第39回滋賀医学会総会 琵琶湖ホテル

(～

県医師会

)

4:30 PM

R5/11/ 5 (日) 10:00 AM第55回滋賀県国保地域医療学会 ピアザ淡海 3階 大会議室

(～

関連団体

)

3:00 PM

R5/11/ 6 (月) 1:00 PMSATOCO設立10周年記念イベント 滋賀県警察本部10階会議室

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/11/ 6 (月) 2:00 PM滋賀県多職種連携学会研究大会 第2回実行委員会 Zoomによるオンライン

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/11/ 6 (月) 2:00 PM第3回滋賀県高齢化対策審議会 滋賀県危機管理センター（予定）

(～

県

)

3:30 PM

R5/11/ 7 (火) 2:30 PM第8回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

5:00 PM

R5/11/ 7 (火) 3:00 PM第2回滋賀県医療審議会医療費適正化計画部会 （県庁周辺）

(～

県

)

4:30 PM

R5/11/ 8 (水) 9:30 AM令和5年度災害時小児周産期リエゾン養成研修 技

能維持研修

大阪府立国際会議場

(～

その他

)

4:00 PM

R5/11/ 8 (水) 2:30 PM第16回理事会 理事室

(～

県医師会

)

R5/11/ 9 (木) 2:00 PM令和5年度公衆衛生事業功労者理事長表彰審査委

員会

滋賀県危機管理センター 1階 会議

室3(～

関連団体

)

4:30 PM

R5/11/ 9 (木) 2:30 PM令和5年度第2回滋賀県「健康いきいき21」地域・職

域連携推進会議

県庁新館 7階 大会議室

もしくはZoom(～

県

)

R5/11/10 (金) 2:30 PM第5回近医連常任委員会 大阪府医師会館

(～

近医連

)

R5/11/11 (土) 4:00 PM女性医師支援・ドクターバンク連携 近畿ブロック会

議

琵琶湖ホテル

(～

日医

)

R5/11/14 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

5:00 PM

R5/11/16 (木) 1:00 PM2023年度防災訓練（北海道・千島海溝地震津波災

害訓練：災害時情報通信訓練）

日本医師会

（Web対応：会議室）(～

日医

)

4:00 PM

R5/11/16 (木) 2:30 PM第6回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 びわ湖大津プリンスホテル コンベン

ションホール淡海（予定）(～

県医師会

)

5:00 PM

R5/11/16 (木) 3:00 PM令和5年度 滋賀県腎臓検診検討会 県庁本館４Ａ会議室

(～

県

)

R5/11/16 (木) 4:30 PM令和5年度（第40回）滋賀県病院協会・滋賀県医師

会連絡協議会

びわ湖大津プリンスホテル コンベン

ションホール淡海(～

関連団体

)

R5/11/18 (土) 2:30 PM近医連医療安全担当理事連絡協議会 ホテルグランヴィア大阪 20F「鳳凰」

(～

近医連

)

5:00 PM

R5/11/18 (土) 3:00 PM第86回労働衛生研究会（滋賀県産業医会主催） ピアザ淡海305会議室

(～

関連団体

)

6:00 PM

R5/11/18 (土) 3:00 PMスポーツ医研修会（滋賀県医師会・滋賀県スポーツ

医会共催）（秋期滋賀県スポーツ医会勉強会）

ウイングプラザ Ｅ会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/11/20 (月) 2:00 PM恩賜財団滋賀県済生会 第3回支部理事会 済生会滋賀県病院

5階 なでしこホール(～

その他

)

12:00 PM

R5/11/21 (火) 11:30 AM第3回診療報酬改定に関する都道府県医師会長会

議

WEB

(～

日医

)

4:00 PM

R5/11/22 (水) 2:30 PM第17回理事会 理事室

(～

県医師会

)

5:00 PM

R5/11/23 (木) 10:00 AM令和5年度 在宅医療セミナー 滋賀県庁新館７階 大会議室 (大

津市京町４－１－１）(～

県／県医師

会)

4:00 PM

R5/11/24 (金) 3:00 PM中絶審査 応接室

(～

県医師会

)

※ ★印は令和5年7月13日以降に追加した行事
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令和5年9月14日

月   以   降 行 事 予 定 表 ・・
4Page.

年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

3:00 PM

R5/11/29 (水) 2:00 PM小児救急医療地域医師研修会（彦根医師会） 彦根市保健・医療複合施設(くすのき

センター)３Ｆ(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/11/30 (木) 2:00 PM医療機関従事者研修会 栗東芸術文化会館さきら 中ホール

(～

県医師会

)

5:00 PM

R5/11/30 (木) 2:30 PM令和5年度 滋賀県心臓検診検討会 県庁

(～

県

)

4:30 PM

R5/12/ 2 (土) 3:15 PM第4回近医連保険担当理事連絡協議会 クサツエストピアホテル

(～

近医連

)

4:00 PM

R5/12/ 7 (木) 3:00 PM第225回臨時代議員会 琵琶湖ホテル 3階 瑠璃

(～

県医師会

)

4:45 PM

R5/12/ 7 (木) 4:15 PM令和5年度 表彰式 琵琶湖ホテル 3階 瑠璃

(～

県医師会

)

R5/12/ 7 (木) 5:00 PM受章者顕彰会 琵琶湖ホテル

(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/12/ 8 (金) 2:30 PM第9回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/12/10 (日) 1:30 PM死生懇話会～サロン④～ 草津市内にて調整中

(～

県

)

R5/12/12 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

3:30 PM

R5/12/14 (木) 2:00 PM都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会 日本医師会 小講堂

（TV会議：理事室）(～

日医

)

R5/12/14 (木) 5:00 PM滋賀県と三師会との協議会 琵琶湖ホテル「瑠璃」

(～

県三師会

)

7:30 PM

R5/12/16 (土) 2:00 PMWATCH in Shiga 2023（予定） びわ湖大津プリンスホテル コンベ

ンションホール淡海(～

県医師会

)

R5/12/16 (土) 3:00 PM令和5年度 近医連災害時支援協定書に基づく訓練

事前打合せ会〉

梅田スカイビルタワーウエスト

E-1会議室(～

近医連

)

4:00 PM

R5/12/20 (水) 2:30 PM第18回理事会 理事室

(～

県医師会

)

12:00 PM

R5/12/21 (木) 10:00 AM滋賀県看護協会訪問看護支援センター 令和5年度

第1回運営委員会

滋賀県看護研修センター

もしくはオンライン(～

関連団体

)

3:00 PM

R5/12/21 (木) 2:00 PM小児救急医療地域医師研修会（守山野洲医師会）

(予定）

すこやかセンター３階 講習室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/12/21 (木) 3:00 PM令和5年度 死体検案研修会（大津市医師会） 琵琶湖ホテル 3F瑠璃

(～

県医師会

)

4:30 PM

R5/12/21 (木) 3:30 PM小児救急医療地域医師研修会（湖北医師会）(予定） 北ビワコホテルグラツィエ

長浜市港町4-17(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/12/22 (金) 2:30 PM小児救急医療地域医師研修会（高島市医師会）(予

定）

ウエストレイクホテル可以登楼

高島市安曇川町中央2-1-6(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/12/26 (火) 2:30 PM小児救急医療地域医師研修会（近江八幡市蒲生郡

医師会）(予定）

近江八幡地域医療支援センター内

多目的室(～

県医師会

)

4:00 PM

R6/ 1/11 (木) 2:30 PM第7回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 琵琶湖ホテル

(～

県医師会

)

R6/ 1/16 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R6/ 1/17 (水) 2:30 PM第19回理事会 理事室

(～

県医師会

)

R6/ 1/18 (木) 4:00 PM(予定)滋賀医学編集委員会（Web併用） 3階会議室

(～

県医師会

)

5:30 PM

R6/ 1/20 (土) 2:30 PM第54回近畿地区医師会共同利用施設連絡協議会 びわ湖大津プリンスホテル コンベン

ションホール淡海(～

近医連

)

5:50 PM

R6/ 1/21 (日) 10:00 AM（予定）日医かかりつけ医機能研修制度 令和2年度

応用研修会（動画講習）

びわ湖大津プリンスホテル

コンベンションホール淡海(～

県医師会

)

3:00 PM

R6/ 1/25 (木) 2:00 PM令和5年度 死体検案研修会（甲賀湖南医師会） 公立甲賀病院

(～

県医師会

)

※ ★印は令和5年7月13日以降に追加した行事
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年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

4:30 PM

R6/ 1/27 (土) 3:30 PM小児救急医療地域医師研修会（草津栗東医師会）

(予定）

市民総合交流センター（キラリエ草

津） 5階(～

県医師会

)

R6/ 2/ 2 (金) 2:30 PM第7回近医連常任委員会 大阪府医師会館

(～

近医連

)

4:30 PM

R6/ 2/ 3 (土) 2:30 PM第5回近医連保険担当理事連絡協議会 梅田スカイビル タワーウエスト 22階

E会議室(～

近医連

)

3:00 PM

R6/ 2/ 4 (日) 1:00 PM第44回日本医師会医療秘書認定試験 滋賀短期大学

(～

日医

)

4:00 PM

R6/ 2/ 7 (水) 2:30 PM第20回理事会 理事室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R6/ 2/ 8 (木) 2:00 PM医療安全管理研修会（医療事故未然防止研修会） 栗東芸術文化会館さきら 中ホール

(～

県医師会

)

R6/ 2/10 (土) 2:30 PM近医連産業保健担当理事連絡協議会 梅田スカイビルタワーウエスト

E-1会議室(～

近医連

)

R6/ 2/13 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R6/ 2/15 (木) 2:30 PM第8回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R6/ 2/17 (土) 10:00 AM部落解放研究第31回滋賀県集会 滋賀県立文化産業交流会

(～

その他

)

4:10 PM

R6/ 2/18 (日) 1:00 PM第72回近医連学校医研究協議会総会・第2回理事

会（予定）

びわ湖大津プリンスホテル コンベ

ンションホール淡海(～

近医連

)

4:00 PM

R6/ 2/21 (水) 2:30 PM第21回理事会 理事室

(～

県医師会

)

4:30 PM

R6/ 2/22 (木) 3:30 PM令和5年度 死体検案研修会（湖北医師会） 北ビワコホテルグラツィエ

(～

県医師会

)

R6/ 3/ 2 (土) 令和5年 近医連救急災害医療担当理事連絡協議

会(近医連災害時等協定書に基づく訓練検証会)

ホテルグランヴィア大阪

(～

近医連

)

4:00 PM

R6/ 3/ 6 (水) 2:30 PM第22回理事会 理事室

(～

県医師会

)

R6/ 3/ 8 (金) 2:30 PM第8回近医連常任委員会 大阪府医師会館

(～

近医連

)

R6/ 3/ 8 (金) 3:00 PM近畿ブロック日医代議員協議会 大阪府医師会館

(～

近医連

)

4:00 PM

R6/ 3/14 (木) 2:30 PM第9回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

R6/ 3/19 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R6/ 3/27 (水) 2:30 PM第23回理事会 理事室

(～

県医師会

)

R6/ 3/31 (日) 9:30 AM第155回日本医師会臨時代議員会 日本医師会

(～

日医

)

R6/ 4/12 (金) 2:30 PM第9回近医連常任委員会 大阪府医師会館

(～

近医連

)

R6/ 5/10 (金) 2:30 PM第10回近医連常任委員会 大阪府医師会館

(～

近医連

)

R6/ 5/31 (金) 2:30 PM第11回近医連常任委員会 大阪府医師会館

(～

近医連

)

R6/ 5/31 (金) 3:00 PM近畿ブロック日医代議員協議会 大阪府医師会館

(～

近医連

)

4:30 PM

R6/ 6/ 1 (土) 2:30 PM第6回近医連保険担当理事連絡協議会 梅田スカイビル タワーウエスト 22階

E会議室(～

近医連

)

※ ★印は令和5年7月13日以降に追加した行事
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日 曜日 行　　　事 時　間 会　場

10/1 日

10/2 月

10/3 火

10/4 水

10/5 木

10/6 金

10/7 土

10/8 日

10/9 月

10/10 火

10/11 水 第201回草津栗東医師会循環器研究会 20:00～21：30 ｸｻﾂｴｽﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ

10/12 木 くさつ在宅医療ネット 14:00～15：00 草津保健所3F

10/13 金

10/14 土

10/15 日

10/16 月

10/17 火

10/18 水

10/19 木 地域医師会会長会議 14：30～16：00

10/20 金

10/21 土 理事役員会 14：00～15：30 キラリエ303会議室

10/22 日

10/23 月

10/24 火

10/25 水

10/26 木

10/27 金

10/28 土 例会・診療科紹介・CPC症例検討会 14：00～16：30 ｷﾗﾘｴ402階会議室

10/29 日 ゴルフ同好会 近江CC

10/30 月

10/31 火

草津栗東医師会・行事予定表 令和  5年　10月

済生会滋賀県病院医師国保健康診断 8：30～15：00
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